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○平成１６年第１回定例会 委員会報告（平成 16 年 3 月 19 日） 

（田中覚ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員長）   

ＲＤＦ貯蔵槽事故調査特別委員会における調査の経過等について御報告を申し上げます。 

 本委員会は、知事が「県政の一大汚点である」と発言されておりますように、事態の重

大さにかんがみ、議会としてＲＤＦ貯蔵槽の事故に関する原因究明及び再発防止策等につ

いて調査を行うため、８月 25日に設置いたしました。 

 以降、３月 10日までの間、計 10回開催し、知事や企業庁など、県当局に対する調査を

初め、発電所の建設・管理運営を委託している富士電機システムズ株式会社や北川前知事

を参考人として招致し、調査を行いました。 

 また、２月 17日から 18 日においては総務省消防庁、経済産業省、環境省に出向きまし

て、事故原因の究明及び事故後の対応策等について調査してまいりました。 

 更に、３月 18日には、三重ごみ固形燃料発電所の試運転の状況について現地調査を行い

ました。 

 この間、昨年 10月 10 日の第３回定例会においては、御遺族への対応、事故に伴う関係

市町村のごみ処理の問題、事故原因の究明等について、県当局に中間報告として要望や指

摘を申し上げ、また、去る３月 11日には、本委員会全委員の意見を集約し、知事及び企業

庁長に申し入れをいたしました。 

 現在、一番重要なことは、ＲＤＦ発電施設そのものが、当初の計画から事故を経て、安

全性が確保されたかどうか、また、県の失った信頼の大きさを重く受けとめ、いかに県民

の信頼を回復するかであります。 

 そのため、次の６点を重点的に申し入れました。 

 一つ、試運転終了後、直ちに運転を停止し、完成検査並びに施設の引き渡しを行った後、

試験調整状況を地元関係者、県議会等にその内容を説明すること。 

 二つ、機械施設のすべての安全性や改修効果を確認する試運転を行うこと。 

 三つ、人的・組織的危機管理訓練を行うこと。 

 四つ、契約相手方への損害賠償請求を含め、行政責任の早急な検討を行うこと。 

 五つ、ピット方式やカンバン方式、または関係市町村でのＲＤＦ保管体制に係る新たな

市町村の負担を解消すること。 

 六つ、県下７施設で製造されるＲＤＦ固形燃料の品質管理を徹底指導すること。 

 その申し入れを受けられ、昨日、３月 18日に知事及び企業庁長から回答がありました。 

 その回答内容につきましては、行政責任の所在が早期に明らかにならないなど、委員会

として完全に納得のいくものであるとは言えません。また、施設の完成検査や引き渡しに

ついて、当委員会に対し、その定義や位置付けについて今までの説明が不十分であり、誤

解を招いていた感も否めません。 

 しかしながら、企業庁が監視運転と説明していたものを含む試運転により機械施設の安

全性や改修効果を確認できた時点で運転を停止し、かつ、その状態で、試運転結果を含め

た安全確認の結果について県議会、地元関係者にその内容の報告を行うと回答するなど、

その姿勢には一定の理解を示します。 

 知事及び企業庁長からの回答内容を委員会として検討した結果、試運転については、改

修効果の確認に４カ月程度必要であること、つまり、最も湿気の多い時期や最も高温の時

期など、過酷な条件下でＲＤＦの性状を確認する必要があると認識しました。 

 したがいまして、８月中旬までには安全性や施設改修の効果が確認できるものと考えま

すので、委員会といたしましては、運転を停止し、かつ、停止した状態で地元関係者、県

議会等に、試運転結果を含めた安全確認の結果について報告することを求めます。 

 事故の際に消火活動に当たってこられた桑名市消防本部消防士のお二人の方が尊い命を

なくされた日は８月 19日であります。亡くなられたお二人の方に対し、深い哀悼の意を表

するために、また、残されました御遺族の方々に衷心よりお悔やみを申し上げるためにも、

８月 19 日までには一定の結果を求めたいと思います。 

 重ねて申し上げます。委員会としましては、８月 19日までには運転を停止し、停止した

状態で地元関係者、県議会等に、試運転結果を含めた安全確認の結果について報告するこ

とを求めます。 

 以上、御報告申し上げます。   
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【参考資料７】 
市町等からの要望 
 

〇河芸町議会の「ごみ発電施設の環境アセスメント中止と同計画の 

白紙撤回を求める決議」 （平成６年９月２９日） ・・・・・・・・・１ 

 

〇河芸町から「ゴミ発電構想と環境アセス調査の再考について」の 

お願い（平成６年９月２９日） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

〇河芸町から「ＲＤＦ発電施設建設計画の白紙撤回について」の陳 

情書の提出（平成 7年１月２０日） ・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

〇桑名広域清掃事業組合から「ごみ固形燃料化施設に関する要望書」 

の提出（平成７年８月２５日） ・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

 

〇ＲＤＦ運営協議会会員から「三重ごみ固形燃料発電所の稼働に関 

する要望書」の提出 （平成１６年７月２７日） ・・・・・・・・・１７ 

 

〇桑名広域清掃事業組合議会から「ＲＤＦ処理費に関する意見書」 

の提出（平成１７年８月９日） ・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 

〇ＲＤＦ運営協議会構成団体からＲＤＦ処理委託料の見直しに関す 

る「要望書」の提出 （平成１８年１月１９日） ・・・・・・・・・２１ 

 

〇南牟婁清掃施設組合構成市町議会から「ＲＤＦ処理委託料値上げ 

に関する要望書」の提出 （平成１９年１２月２５日） ・・・・・・２３ 

 

〇東員町議会から「三重ごみ固形燃料発電所ＲＤＦ処理委託料の凍 

結を求める意見書」の提出（平成１９年１２月２８日） ・・・・・・２５ 

 

〇ＲＤＦ運営協議会構成団体から「ＲＤＦ処理委託料の見直しに関 

する要望書」の提出 （平成２０年１月１６日） ・・・・・・・・・２７ 

 

〇桑名広域清掃事業組合議会から「ＲＤＦ焼却・発電事業のあり方 

に関する意見書」の提出 （平成２１年８月１９日） ・・・・・・・３１ 

 

〇桑名広域清掃事業組合議会から「ＲＤＦ焼却・発電事業の事業主 

体に関する意見書」の提出 （平成２２年５月２７日） ・・・・・・３３ 

 

〇ＲＤＦ運営協議会構成市町から「平成２９年度以降ＲＤＦ発電事 

業のあり方に関する要望書」の提出 （平成２２年８月３０日） ・・３５ 

 

 



〇桑名広域清掃事業組合議会から「新ごみ処理施設建設に係る県の 

財政支援を求める意見書」の提出 （平成２６年２月１７日） ・・・３９ 

 

〇桑名広域清掃事業組合議会から「新ごみ処理施設整備に係る財政 

支援等に関する意見書」の提出 （平成２８年８月２５日） ・・・・４１ 

 

〇桑名広域清掃事業組合議会から「新ごみ処理施設整備に係る財政 

支援等を関する意見書」の提出 （平成３０年８月２２日） ・・・・４３ 

 

〇桑名広域清掃事業組合議会から「ＲＤＦ焼却・発電事業終了に伴 

う要望書」の提出 （令和３年１１月２５日） ・・・・・・・・・・４５ 
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１ 

 

 

平成２３年４月５日 

 

ＲＤＦ焼却・発電事業の平成２９年度以降のあり方について 
 

 ＲＤＦ焼却・発電事業の平成２９年度以降のあり方について、平成２０年  

１１月６日の三重県ＲＤＦ運営協議会総会での決議事項に基づき、県と市町が

行ってきた協議の結果を踏まえ、以下のとおり確認を行う。 

 

 

１ 平成２９年度以降の費用負担について 

平成２８年度に収支が均衡する処理委託料としたうえで、平成２９年度か

ら平成３２年度までの収支の不足見込額（継続に伴う維持管理費の増額分、

改修費、外部処理費）については、県と市町とで半分ずつ負担する。 

 

２ 事業主体について 

平成２９年度以降継続期間中については、県が事業主体となる。 

 

３ 平成２９年度以降の継続期間について（平成２２年８月２７日の理事会で

確認済） 

  平成２９年度以降の継続期間は、４年間（平成３２年度末）とする。 

 

４ 平成２９年度以降の参画市町について（平成２２年４月１４日の理事会で

確認済） 

平成２９年度以降、県内５製造団体（１３市町）での新たな枠組みにおい

て、ＲＤＦ焼却・発電事業を継続する。 

 

５ 継続期間中の離脱ルールについて（平成２２年８月２７日の理事会で確認

済） 

継続期間中は、新たな枠組みによって、ＲＤＦ焼却・発電事業に協力して

取組むこととする。このことから、ＲＤＦ構成市町が平成２９年度以降にＲ

ＤＦ焼却・発電事業から離脱する場合のルール（契約解除に伴う費用負担）

については、ＲＤＦ量に相当する費用負担を原則として、次の案を基本とす

る。 

【負担費用算出の考え方】 

ＲＤＦ構成市町の事由による契約解除に伴う費用負担については、離脱す

る構成市町は、離脱の年度から事業期間が満了するまでの期間における処理

委託料に残存期間におけるＲＤＦ処理委託量を乗じた額及びＲＤＦが処理さ

れないことによる売電収入の減少に相当する額の合算額を負担する。 

平成２３年４月５日  

ＲＤＦ運営協議会総会決議 

参考資料８ 



２ 

 

６ 継続期間中のＲＤＦ焼却・発電施設の所有権及び終了した後の撤去費用に

ついて（平成２２年８月２７日の理事会で確認済） 

継続期間中のＲＤＦ焼却・発電施設の所有権は県に帰属する。また、終了

した後の撤去費用については、県が負担する。 

 

７ 適切な経費チェック方策について 

  ＲＤＦ焼却・発電事業の予算、決算について、ＲＤＦ運営協議会総務運営

部会でチェックを行う。 

 

８ 行政直営での事業運営について 

  ＲＤＦ焼却・発電施設は装置も多く、複雑な構成となっていることから、

維持管理のための専門的な要員も必要である。こうしたことから、その管理

運営については、行政直営よりも民間事業者のノウハウを活用することが有

効である。 

 

９ ＲＤＦ処理とその他の処理との経費比較について 

  各市町のＲＤＦ焼却・発電事業終了後の施設建設にかかる費用については、

全国の実績を参考に処理方式別の建設コスト、また、維持管理費については、

一般廃棄物処理事業実態調査に基づく経費一覧等をあり方検討作業部会で示

した。これらの資料はＲＤＦ焼却・発電事業終了後のごみ処理について市町

が検討するための参考資料とし、県は市町に技術的支援を行う。 

 

10 課題１３項目中今後も引き続き検討が必要な項目について  

１３項目の課題について、引き続き検討が必要な項目は、以下の３項目で

あり、今後は総務運営部会において、検討し、一定の方向性を出していく。 

１ 改修期間中のＲＤＦ受け入れ先の確保 

２ 継続期間中の維持管理体制 

３ ＲＤＦの運搬コストの低減方策 

 

11 今後のＲＤＦ運営協議会の運営について 

今後のＲＤＦ運営協議会は、課題の進捗状況を共有するため、適宜開催す

る。 

 

12 ＲＤＦ焼却・発電施設の経費節減について  

県は、引き続き安全・安定運転を前提としたうえで、平成２９年度以降の

経費の節減に資するよう、より効率的な RDF焼却・発電施設の運用に、努め

ることとする。 



 

 

 

 

２９年度以降ＲＤＦ焼却・発電事業を継続する際の課題について 

 

 

 

（１）事業計画期間について 

① 事業計画期間を何年程度延長するのか。 

 

（２）ＲＤＦ量について 

② ２９年度以降の各市町のごみ処理状況がどのようになるか。ＲＤＦ化を継続する

市町がどれくらいあるか。 

③ ＲＤＦ化施設（もしくは構成市町）が事業期間途中で離脱する場合のルールを

決めておく方が良いのではないか。 

 

（３）施設等について 

④ 焼却・発電施設が法定耐用年数を迎えるため、更に継続するための追加投資を

どうするか。（また、その改修期間中のＲＤＦ処理をどうするか。）。 

⑤ ＲＤＦ焼却・発電施設の延長期間中の所有権及び終了した場合の撤去費用をど

うするか。 

⑥ 改修期間中（または２９年度以降）のＲＤＦの受入先をどのように確保するのか。 

 

（４）維持管理について 

⑦ 富士電機システムズ㈱との現行の委託契約は、２９年３月末までとなっているた

め、その後の管理委託について、どのような体制をとるか。 

⑧ ２９年度以降の維持管理費は、現行と同程度の金額で契約ができるか。どのよ

うなＲＤＦ処理委託料の設定ルールとするか。 

⑨ 市町による適切な経費のチェック方策をどのようにとるか。 

⑩ ＲＤＦの運搬コストの低減方法がないか。 

⑪ 行政直営での事業実施が可能か。 

 

（５）事業全般について 

⑫ 県と市町の役割分担をどのようにするのか。 

⑬ ＲＤＦ処理とその他の処理との経費比較が必要ではないか。 

 

平成２３年４月５日 

ＲＤＦ運営協議会総会 

補足資料 



 
 

平成２８年１月２９日  

 

三重県ＲＤＦ運営協議会 

 会長 伊藤 徳宇 様 

 

              三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会 

部会長 棚田 徳博   

 

総務運営部会での検討結果について（報告） 

 

 三重県ＲＤＦ運営協議会会則第１０条に基づき、平成２７年８月２５日付け

で三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会に検討を付託されました下記事項につ

いて、別紙のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 検討事項 ＲＤＦ事業終了の前倒しに係る検討 

・事業終了の前倒しに際しての課題整理 

・課題解決年度の検討 

 

   

 

 

 

                  三重県ＲＤＦ運営協議会事務局 

企業庁 電気事業課 

                         川戸、福田 

                  電 話０５９－２２４－２８２４ 

                  ＦＡＸ０５９－２２４－３０４３ 
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ＲＤＦ焼却・発電事業 終了年度前倒し 

検討報告書 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 1月 

三重県 RDF運営協議会総務運営部会 
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1 

 

三重県ＲＤＦ運営協議会 総務運営部会での協議報告書 

―「ＲＤＦ焼却・発電事業 終了年度前倒しの検討」の取りまとめ― 

 

 

はじめに 

 

三重県では、ごみの持つ未利用エネルギーの有効活用とごみ処理の広域化を図る

ため、市町村の可燃性ごみを固形燃料（ＲＤＦ）化して発電利用する｢ＲＤＦ化構

想｣を、市町村と一体となって進め、その受け皿として三重ごみ固形燃料発電所を

整備し、平成 14年 12月から運転を行ってきました。 

 

県は、15年間のモデル期間が終了する平成 28年度をもってＲＤＦ焼却・発電事

業を終了し、平成 29年度以降は事業を行わないことを、平成 19年 12月 11日の第

５回総務運営部会（以下｢部会｣という。）において提案しましたが、関係市町は事

業の継続を要望しました。 

そのため、三重県ＲＤＦ運営協議会（以下｢協議会｣という。）に｢あり方検討作業

部会｣を設置し協議を重ね、平成 22年 8月 27日の協議会理事会において、平成 29

年度以降 4年間事業を継続することが確認されました。 

 

その後、平成 29年度以降のＲＤＦ処理委託料を協議する中で、平成 27年 8月

25日の協議会総会において、伊賀市から「すべての構成団体にとってメリットに

なる方策が導き出されるのであれば、事業終了年度を前倒しする方策について検討

してはどうか」との提案があり、全会一致で了承されました。 

 

これを受けて、協議会会長から部会へ事業終了前倒しについて検討することが付

託されました。 

 部会では、本検討内容が構成市町全体に影響を及ぼす課題であるとして、すべて

の構成団体による検討会議を計６回開催し、付託事項について取りまとめましたの

で、その内容について報告します。 
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第１章 部会での協議概要 

 

 部会では、平成 27年 8月 25日に協議会会長から付託を受けて以降、構成市町全

てが参加する全体会（以下｢全体会｣という。）で計６回の協議を行い、以下のとお

り前倒しのための手法、課題の検討を行いました。 

 

＜部会協議概要＞ 

【第６回総務運営部会】（全体会）  平成 27年 8月 28日 

  事業終了年度前倒しの検討の進め方、検討項目の洗い出し等を行いました。 

  また、検討期限を 11月末とすることの確認を行いました。 

・ 事業終了年度前倒しのための手法の検討 

・ 前倒しを想定した場合の検討全体スケジュール 

・ 具体的な検討項目の洗い出し 

 

 

【第７回総務運営部会】（全体会）  平成 27年 10月 8日 

  前回に確定した検討項目に従い、各製造団体の検討結果をとりまとめました。 

・ 各製造団体の経済性の検討 

・ 各製造団体のごみ処理政策検討 

 

 

【第８回総務運営部会】（全体会）  平成 27年 10月 30日 

  引き続き、各製造団体の検討結果をとりまとめました。 

・ 各製造団体の経済性の検討 

・ 各製造団体のごみ処理政策の検討 

 

 

【第９回総務運営部会】（全体会）  平成 27年 11月 9日 

  さらなる検討の継続のため、検討期限を延長することが確認されました。 

・ 部会検討継続の確認 

 

 

【第 10回総務運営部会】（全体会） 平成 28年 1月 14日 

  検討結果の取りまとめの方針について、確認を行いました。 

  また、1月末を目処に検討結果を取りまとめることが確認されました。 

・ 報告骨子案についての協議 

 

 

【第 11回総務運営部会】（全体会） 平成 28年 1月 28日 

  検討結果の最終確認と協議会会長への報告時期が確認されました。 

・ 報告書についての最終確認 
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＜RDF焼却・発電事業 終了年度前倒しの検討 全体スケジュール＞ 

 三重県ＲＤＦ運営協議会 
構成市町 

桑名市,いなべ市,東員町,木曽岬町,伊賀市,多気町,
大台町,大紀町,紀北町,御浜町,熊野市,紀宝町 

備考 

H27 
８ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 

  
 
 
 

検討項目 30※ 
検討項目 20～24、26～29、31～34、36～39、 
仕様、見積、コスト試算 
 
 
 

9 月議会 

１０ 

  
       検討項目 4,35,40 
 
 
 

県外視察 検討項目 20～22、25 
 
 

検討項目 1～3、5～7、9～19、 
41、42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２ 

 12/1   東紀州 5 市町枠組み表明  
 
 
 
12 月議会 
 
 
 
 
 

H28 
１ 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※検討項目の番号は、５ページを参照。 

  

付託課題、スケジュールの共有 
12 市町で協議することの確認 

8.28 第 6 回総務運営部会（12 市町） 

8.25 総会 

8.25 理事会 伊賀市の提案 

総務運営部会に付託 

8.18 第 5 回総務運営部会（12 市町） 総会事前協議 
 

10.8 第 7 回総務運営部会（12 市町） 中間評価 

10.30 第 8回総務運営部会（12市町） 

11.9 第 9 回総務運営部会（12 市町） 検討継続の確認 

1.14 第 10 回総務運営部会（12 市町） 報告骨子案 
 

運営協議会会長 報告 

1.28 第 11 回総務運営部会（12 市町） 報告書の最終確認 
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第２章 事業終了前倒しのための手法について 

 

１ 事業終了後の新たなごみ処理施設の検討状況 

ＲＤＦ焼却・発電事業は、平成 22年 8月の協議会理事会において事業終了年

度を平成 32年度末までとすることが確認されているため、現在、各市町におい

ては事業終了後の新たなごみ処理体制の整備に向けて、以下のとおり検討が進め

られているところです。 

H27.8現在 

製造団体 検討状況 

桑名広域清掃事業組合 平成 33年度稼働に向けた新しい処理施設の整備 

伊賀市 名張市との広域化と「繋ぎとしての民間処理」 

香肌奥伊勢資源化広域連合 多気町、大台町及び大紀町での枠組みによるごみ処理 

紀北町 
東紀州地域広域化での枠組みによるごみ処理 

南牟婁清掃施設組合 

 

桑名広域清掃事業組合では平成 33 年度の新施設稼働に向けて整備が進められ

ており、他の構成団体も同様に、新たなごみ処理システムを検討しています。    

 

２ 事業終了前倒しのための手法 

平成 32 年度より早期に新たなごみ処理施設を完成させることについては、現

時点おいて全ての製造団体で見込めない状況にあるため、ポストＲＤＦに移行す

るまでの「繋ぎ」としてのごみ処理が必要となります。 

｢繋ぎ｣でのごみ処理を実施するにあたっては、以下の方法が考えられます。 

 ごみの状態 処理方法 評価 結果 

ケース１ 可燃ごみ 他自治体で処理 

・ ＲＤＦ化費用が不要 

・ ＲＤＦに比べ重量が倍となるため、

運搬費が増加する。 

・ 持ち込み先の自治体に受け入れる余

裕が無い、又は受け入れ協議に時間

を要する。 

× 

ケース２ 可燃ごみ 民間処理 

・ ＲＤＦ化費用が不要 

・ ＲＤＦに比べ重量が倍となるため、

運搬費が増加する。 

・ 県内に処理先がある。 

○ 

ケース３ ＲＤＦ 他自治体で処理 
・ ＲＤＦ化するための費用が必要 

・ 県内自治体に受け皿が無い。 
× 

ケース４ ＲＤＦ 民間処理 
・ ＲＤＦ化するための費用が必要 

・ 県内に処理先がある。 
△ 

 

 上表のとおり、ケース２（可燃ごみのまま民間処理）での処理方式が可能性とし

て考えられることから、本部会では、事業終了年度を前倒しするための手法につい

て、ＲＤＦ化せずに｢可燃ごみのまま民間処理｣を行うことを前提に検討を進めるこ

ととしました。  
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第３章 検討項目の整理 

 

事業終了年度を前倒しする手法としての｢可燃ごみのまま民間処理｣を実現する

ために、必要な検討項目の洗い出しを行いました。 

 なお、検討すべき大項目としては｢ごみ処理に関する政策の検討｣と｢経済性の検

討｣があり、対外的な説明や理解及びリスク分析等の観点も含めて整理しました。   

また、事業終了前倒しを行った場合の清算の方法等も含め、下表のとおり全 42

項目について検討を行いました。 

 

＜【事業終了時期の前倒しの検討】　可燃ごみの民間処理実施　検討項目＞

番号 検討項目

1 現行ＲＤＦ製造に係る各種規約・契約等への影響

2 現行ＲＤＦ製造に係る地元雇用への影響

3 市町の一般廃棄物処理基本計画（実施計画）の変更

4 ＲＤＦ製造停止に係る職員（正規・臨時・嘱託）の扱い

5 ごみ処理委託契約締結

6 ごみ運搬委託契約締結

7 環境保全負担の契約締結

8 民間事業者への他市町ごみ搬入への理解

9 ごみ処理方式の変更に対する理解

10 ごみ運搬車両の通行に対する理解

11 ごみ処理方式の変更に対する理解

12 循環型社会の構築とリサイクル率低下等に係る政策上の整理

13 ポストＲＤＦに対する中長期計画の説明

14 ＲＤＦ化施設撤去の有無、時期

15 撤去後の跡地利用

16 民間事業者の定期点検やトラブル時の対応（代替処理先）

17 運搬車両事故時の対応（生ごみ保管）

18 大規模な災害に係る廃棄物処理の対応

19 将来の民間委託処理コストの値上げ受容

20 ごみ集積施設の仕様（応急・恒久）を決定

21 ごみピット汚水処理の見直し

22 ごみ集積施設の改造費用積算（当初予算レベル）

工程管理 23 現行ＲＤＦ運用と平行した改造工程の工期

24 受電設備（契約電力）の見直し

25 ごみ集積施設維持管理費用

26 RDF製造を止めても必要な固定費（人件費、光熱費等）試算

27 ごみ運搬車両の仕様を決定

28 ごみ運搬車両の確保

29 ごみ運搬費用積算

30 民間委託の処理コスト検討

31 環境保全負担金

32 国等補助金返還の有無及び額の算出

33 起債償還の有無

34 共同管理に係る費用負担増

35 構成市町ごみ量の変更有無

36 ＲＤＦ化施設維持管理費

37 その他固定費（人件費、光熱費等）

運搬費 38 運搬費

処理委託料 39 １４１４５円/トン

コスト比較 コスト比較 40 ＲＤＦ事業継続年度によるコスト比較

41 早期終了にともなう料金清算額の確定

42 早期終了にともなう料金清算額の返還・徴収方法の確定

施設撤去 ＲＤＦ化施設の撤去

リスク分析 リスク分析

計画変更

各種契約締結手続き

対外的な説
明と理解

地元住民の理解

議会の理解

経済性の
検討

料金上の
検討

RDF継続処
理ｺｽﾄ算出

項目

料金の清算

施設改造費

維持管理費

運搬費

処理委託料

補助金・起債

運用変更

維持管理費

新ごみ処理
コスト算出

料金の清算

ごみ処理
政策の検
討

計画変更
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１ 製造団体毎の課題（検討項目 1～31,33～40） 

製造団体毎に課題を検討した結果は、以下のとおりでした。 

団体名 課題検討の概要 

桑名広域 

清掃事業組合 

 

 

【H29 年度 

処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

45,917  t 

製造 RDF 

    25,663  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経済比較は平成

29 年度の見込み

費用で行ってい

ます。 

（１）ごみ処理政策 

【計画変更】 

・ 一般処理廃棄物基本計画（実施計画）の変更が必要 

【対外的な説明と理解】 

・ 新ごみ処理施設との整合 

・ 民間処理の場合、ごみの搬送に 1 日当たり「10ｔコンテナ車 29

台」が必要 

・ ごみ運搬車両の大幅増に伴う影響を懸念 

・ 住民、議会の説明・理解に時間が必要 

【リスク分析】 

・ 民間処理先の定期点検・トラブルに備えて、ごみの貯留場所等の

検討が必要 

 

（２）経済性 

【経済比較】 

・ 民間処理は、事業継続に比べて年間費用で 1.8%削減※ 

【特記事項】 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還が平成 29年度まで継続 

    平成 29年度 起債償還額 225,504 千円 

・ 夜間における通行経路の確保のため市道へ接続する出入り口の

新設が必要 

 

（３）総合的な検討 

＜事業終了が可能となる年度＞ 

平成 28年

度末終了 

平成 29年

度末終了 

平成 30年

度末終了 

平成 31年

度末終了 

× × × △ 

（平成 28年度末～平成 30年度末） 

・ 民間処理を実施すると、ごみを運搬するために地域を通行する車

両の数が大幅に増加するとともに、作業工程から夜間の運行が必

要となる。 

・ 地域住民に与える影響に比べ財政的効果は小さい。 

・ 以上の条件を踏まえ、現時点において前倒しを判断できる状況に

無い。 

（平成 31年度末） 

・ 新ごみ処理施設の整備を進めており、現時点としては平成 31 年

度末での事業終了の可能性はある。 

【事業終了年度前倒しの再検討の要件について】 

・ 現行以上の経費の低減 

・ 新ごみ処理施設の早期完成が見込まれるとき。（同計画における

施設整備工事の契約は、平成 29 年度中を予定） 
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団体名 課題検討の概要 

伊賀市 

 

 

【H29 年度 

処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

20,221  t 

製造 RDF 

     11,324  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経済比較は平成

29 年度の見込み

費用で行ってい

ます。 

（１）ごみ処理政策 

【計画変更】 

・ 一般処理廃棄物基本計画（実施計画）の変更が必要 

【対外的な説明と理解】 

・ 住民、議会の説明・理解が必要 

【リスク分析】 

・ 民間処理先の定期点検・トラブルに備えて、ごみの貯留場所等の

検討が必要 

 

（２）経済性 

【経済比較】 

・ 民間処理は、事業継続に比べて年間費用で 44.8%削減※ 

【特記事項】 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還が平成 33年度まで継続 

    平成 29～33年度合計 起債償還額 45,792千円 

・ 民間処理の場合、収集車は処理先へ直接搬入 

・ 平成 32年度までの事業継続のため、約 53,000 千円の改修を先行

して実施済み 

 

（３）総合的な検討 

＜事業終了が可能となる年度＞ 

平成 28年

度末終了 

平成 29年

度末終了 

平成 30年

度末終了 

平成 31年

度末終了 

○ ○ ○ ○ 

・ 平成 25 年度の｢伊賀市における廃棄物処理のあり方検討委員会｣

の答申に沿って、将来的には名張市との広域処理を行っていく計

画であり、それまでの過渡的な対応として民間業者に委託するこ

とが妥当である。 

【事業終了年度前倒しの再検討の要件について】 

・ 平成 28年度末での前倒しが不可能であれば、平成 29年度以降の

年度でも検討を希望 
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団体名 課題検討の概要 

香肌奥伊勢 

資源化連合 

 

 

【H29 年度 

処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

6,500  t 

製造 RDF 

      3,523  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経済比較は平成

29 年度の見込み

費用で行ってい

ます。 

（１）ごみ処理政策 

【計画変更】 

・ 一般処理廃棄物基本計画（実施計画）の変更が必要 

【対外的な説明と理解】 

・ 住民、議会の説明・理解が必要 

【リスク分析】 

・ 民間処理先の定期点検・トラブルに備えて、ごみの貯留場所等の

検討が必要 

 

（２）経済性 

【経済比較】 

・ 民間処理は、事業継続に比べて年間費用で 2.3%削減※ 

 

（３）総合的な検討 

＜事業終了が可能となる年度＞ 

平成 28年

度末終了 

平成 29年

度末終了 

平成 30年

度末終了 

平成 31年

度末終了 

○ ○ ○ ○ 

・ 民間処理の方が経済的に安価で処理できる。 

・ 全ての構成団体が前倒しを判断するのであれば従うが、単独での

前倒しは現時点では無い。 

【事業終了年度前倒しの再検討の要件について】 

・ 今後も再検討は可能であるが、各製造団体に再検討の意思がある

かどうか確認後、実施するべき。 
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団体名 課題検討の概要 

紀北町 

 

 

【H29 年度 

処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

6,400  t 

製造 RDF 

      2,900  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経済比較は平成

29 年度の見込み

費用で行ってい

ます。 

（１）ごみ処理政策 

【計画変更】 

・ 一般処理廃棄物基本計画（実施計画）の変更が必要 

【対外的な説明と理解】 

・ 東紀州５市町での新ごみ処理施設建設との整合性を図ることが

必要 

・ 住民、議会の説明・理解に時間が必要 

【リスク分析】 

・ 民間処理先の定期点検・トラブルに備えて、代替処分先の検討が

必要 

・ 既存のごみピットを一時保管場所として利用することの検討が

必要 

・ 大規模災害時の対応については、代替処分先の検討・協議が必要 

 

（２）経済性 

【経済比較】 

・ 民間処理は、事業継続に比べて年間費用で 1.5%削減※ 

【特記事項】 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還が平成 29年度まで継続 

    償還額 81,013千円 

 

（３）総合的な検討 

＜事業終了が可能となる年度＞ 

平成 28年

度末終了 

平成 29年

度末終了 

平成 30年

度末終了 

平成 31年

度末終了 

× × × × 

・ 前倒しで民間処理を実施すれば、生ごみのままの運搬であるため

臭気の問題などが考えられる。 

・ 現有する２つのＲＤＦ化施設のうち少なくとも１つは中継基地

として応急的に改修する必要がある。 

・ 町議会において、平成 32 年度末までの事業継続を前提とした、

平成29年度から平成 32年度までのＲＤＦ処理委託料の説明をし

たところであり、また、ポストＲＤＦの方策として、東紀州５市

町による広域処理を行うことを現在検討中である。 

・ これらのことを総合的判断し、現時点において前倒しを判断でき

る状態に無い。 

【事業終了年度前倒しの再検討の要件について】 

・ 東紀州５市町による広域処理の検討状況により前倒しの再検討

の余地はある。 
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団体名 課題検討の概要 

南牟婁清掃 

施設組合 

 

 

【H29 年度 

処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

4,360  t 

製造 RDF 

      2,220  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※経済比較は平成

29 年度の見込み

費用で行ってい

ます。 

（１）ごみ処理政策 

【計画変更】 

・ 一般処理廃棄物基本計画（実施計画）の変更が必要 

【対外的な説明と理解】 

・ 住民、議会の説明・理解に時間が必要 

・ 東紀州 5 市町での新ごみ処理施設建設との整合性を図ることが

必要 

【施設撤去】 

・ 一部ごみの積替え施設として改修の検討が必要 

【リスク分析】 

・ 民間処理先の定期点検・トラブルに備えて、代替え処分先の検討

が必要 

・ 既存のごみピットにて一時保管の検討が必要 

 

（２）経済性 

【経済比較】 

・ 民間処理は、事業継続に比べて年間費用で 2.0%増加※ 

【特記事項】 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還が平成 29年度まで継続 

    償還額 2,329千円 

・ 平成 32年度までの事業継続のため、平成 26、27年度に 

約 59,000千円の改修を実施済み 

 

（３）総合的な検討 

＜事業終了が可能となる年度＞ 

平成 28年

度末終了 

平成 29年

度末終了 

平成 30年

度末終了 

平成 31年

度末終了 

× × × × 

・ 経済性やごみ処理政策の課題を総合的に判断すると、現時点にお

いて 4年間の前倒しは困難。                                                  

【事業終了年度前倒しの再検討の要件について】 

・ 東紀州５市町による広域処理の検討状況により前倒しの再検討

の余地はある。 
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２ ごみ積替え施設の検討（検討項目 20～22、25） 

  ｢ごみ処理政策｣での検討のとおり、可燃ごみによる民間処理に切り替えるにあ

たり、パッカー車から１０ｔ車等への積替えが必要となることから、ごみ積替え

施設の調査検討を行いました。調査にあたっては、積替え施設を運用している県

外の自治体を視察し、その内容は以下のとおりでした。 

  

（１）Ａ町ごみ積替え施設 

ア 視察自治体 人口：28,278人、ごみ発生量 6,408 t/年 

イ 視察場所 ごみ積替え施設 

ウ 視察内容 

(ア)ごみ積替え施設のシステム構成 

＜処理フロー＞ 

      収集 ―――（計量）―→ 積替え施設 ――（搬出）―→ 民間処理先 

（パッカー車 6～7 台／日） （可燃ごみ 20ｔ／5h）（5ｔパッカー車×2 台×2 往復） 

      ・可燃ごみ        ダストドラム圧縮・積込み 1車あたり約 20分間 

   (イ)ごみ積替え施設の特徴 

① 収集を除く中間処理以降を全て民間委託 

② 最終処分場跡地に、ごみ積替え施設を立地しているため、周辺に

住居等は存在しない。 

③ 民間処理先が何らかのトラブルで受け入れ出来ない場合は、別の

処理先で代替処理 

④ 民間委託で直営より経費削減できた。 

⑤ 設備投資（約３億円）が必要 

 

（２）Ｂ市ごみ積替え施設 

ア 視察自治体 人口：82,222人、ごみ発生量 23,305 t/年 

イ 視察場所 旧ごみ焼却施設（ごみピットのみ流用） 

ウ 視察内容 

(ア)ごみ積替え施設のシステム構成 

＜処理フロー＞ 

      収集 ―――（計量）―→ 積替え施設 ――（搬出）―→ 民間処理先 

（パッカー車 30台／日） （可燃ごみ 75ｔ／8h）（10ｔコンテナ車×5 台×2 往復） 

            ピットのごみをつかみ機（ニブラ）で積込み 1車あたり約 30 分間 

(イ)ごみ積替え施設の特徴 

① 収集を除く中間処理以降を全て民間委託 

② 施設周辺に住居は存在しない。 

③ 民間処理先が何らかのトラブルで受け入れ出来ない場合は、別の

民間処理先で代替処理する。 

④ 民間委託で直営より経費削減できた。 

⑤ 新ごみ処理施設稼働までの２年間の繋ぎ 
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（３）まとめ 

可燃ごみは、ＲＤＦに比べ重量が２倍となることから、ストックヤード、積

替え施設、輸送手段の検討や新たな設備投資が必要となります。また、周辺環

境の状況により臭気、汚水対策についても検討が必要となります。 

 

  <Ａ町ごみ積替え施設> 

   

 
<Ｂ市ごみ積替え施設> 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ積替え本棟 

積み出し（作業 30 分） 脱臭装置 

パッカー車への積込み 
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３ 国庫補助金への対応（検討項目 32） 

事業終了の前倒しを実施した場合、国庫補助対象施設であるＲＤＦ化施設の撤

去が必要となります。このようなことから、ＲＤＦ化施設の財産処分に係る国庫

補助金の扱いについて検討を行いました。 

 

 

（１）環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準 

     環境省所管の補助金等の交付を受けて取得した財産を処分する場合、環境

大臣の承認が必要となります。ただし、包括承認事項として、財産処分に当

たって経過年数が１０年を越えている場合であって一定の要件を満たす場

合は、国の承認があったものとみなす特例措置があり、報告は必要ですが財

産処分の承認手続は不要となります。 

 
    

 （２）まとめ 

    本案件に当てはめて検討したところ、ＲＤＦ化施設の財産処分に関しては、

経過年数が１０年を越えており、以下の要件を満たすのであれば、包括承認

事項に該当し、補助金返還は生じません。 

 

【要件】 

社会資源が当該地域で充足していること 

・ 焼却灰の最終処理を含めた処分先が確保されていること 

・ 一般廃棄物の処理責任を踏まえ、計画を立てたうえで実施すること 

・ ポストＲＤＦとしての次期処理方式の計画が策定されていること  

  

10年 20年 30年 40年 50年

処理制限期間（50年の場合）

包括承認事項を適用する場合の要件

地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足して

いるとの判断の下に行う財産処分

市町村等 処理規模 稼働 補助対象事業費 国庫補助金 

桑名広域清掃事業組合 230t/日 14年 12月 8,577,018 2,144,254 

伊賀市 135t/日 14年 11月 3,809,616 952,404 

香肌奥伊勢資源化広域連合 44t/日 13年 4月 2,648,427 662,106 

紀北町（旧紀伊長島町） 21t/日 14年 12月 1,767,666 553,940 

紀北町（旧海山町） 20t/日 12年 4月 1,805,830 451,457 

南牟婁清掃施設組合 23t/日 14年 9月 2,028,875 507,218 

<県内のＲＤＦ化施設> （単位：千円） 
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４ 前倒しの場合の料金清算（検討項目 41,42） 

事業終了の前倒しを実施した場合の料金清算額について、以下のとおり検討を

行いました。 

 

（１）料金清算額の算出 

【事業の終了に伴う費用の収支計画への反映について】 

  ＲＤＦ焼却・発電施設の停止に係る費用として、収支計画に算入すべき項目 

① 搬入されたＲＤＦを全て焼却・発電する費用 

② ボイラー、タービン及び発電機を停止し、補機類を含めて焼却・発電

施設を安全に停止させるまでの費用 

③ 灰処理費用 

   

   発電所撤去に係る費用として、県が負担し収支計画には算入しない項目 

① 焼却・発電施設の停止以降に発生する不要薬品の処分などの費用 

② 焼却・発電施設の解体開始までの施設保安に係る費用 

 

【料金清算額の算出手順】 

① 事業終了年度までの収支計画の決算額を確定する。 

② 「ＲＤＦ焼却・発電事業に係る確認書（平成 26 年 1 月 17 日）｣第 3

条に基づき、収支不足額の半分を製造団体負担額として確定する。 

③ 確定した製造団体負担額と各製造団体収支不足負担分実績額とに過

不足がある場合は、同確認書第 3 条に基づき清算する。 

④ ③で算出した清算額合計を当該期間の各製造団体のＲＤＦ搬入量で

案分し、各製造団体の清算額とする。 

 

（２）料金清算額の返還方法 

料金清算額の返還は、必要な予算措置が講じられていることを前提に、事業

終了年度の決算が確定次第、速やかに部会で確認を行い、その後、三重県企業

庁から各製造団体へ返還するものとします。 

 

（３）まとめ 

   決算額が現在の収支計画と同値と仮定して試算した料金清算額見込みは、以

下のとおりです。 

 

＜各製造団体への清算額＞                 （単位：千円） 

 平成 28年度末 

終了 

平成 29年度末 

終了 

平成 30年度末 

終了 

平成 31年度末 

終了 

桑名広域 502,925 362,249 254,918 156,190 

伊賀市 221,707 159,448 112,155 68,741 

香肌奥伊勢 80,858 55,324 37,935 22,871 

紀北町 54,920 39,239 27,425 16,738 

南牟婁 45,777 32,363 22,508 13,669 

合計 906,187 648,623 454,941 278,209 
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第４章 まとめ 

  

各製造団体における新たなごみ処理体制の検討状況をふまえて、事業終了の前倒

しを実現する手法については、「繋ぎ」としての「可燃ごみによる民間処理」とし

て、実施に伴う課題を整理しました。 

 

「繋ぎ」としての「可燃ごみによる民間処理」は、ごみ処理政策の観点では、一

部の団体で、ごみの搬送に関する問題や事業終了後の新しいごみ処理体制の構築と

の整合性に関する問題が確認されました。 

経済性の観点では、事業継続の場合に比べて 1 団体で大きな効果があり、他の 4

団体では概ね同程度でした。 

 

したがって、協議会すべての構成団体として、事業終了年度の前倒しを最短の平

成 28年度末とすることは、現時点では難しい状況でした。 

 

一方、事業の早期終了が可能となる年度については、平成 32年度までの終了に

対応可能となる団体が 2団体あり、残り 3団体についても今後の状況により、再検

討の余地はあるとの結果でした。 

 

よって、今後の状況により、平成 29年度以降での前倒しの再検討の余地はある

との結論に至りました。 

 

なお、事業終了年度の前倒しについては、今後、状況の変化に伴い構成団体から

要望がある場合は、再度検討を行うこととします。 



平成３０年７月 17 日  

 

三重県ＲＤＦ運営協議会 

 会長  山 神 秀 次  様 

 

              三重県ＲＤＦ運営協議会 総務運営部会 

                  部会長  小 森 健 児 

 

総務運営部会の検討結果について（報告） 

 

 

 三重県ＲＤＦ運営協議会会則第１０条に基づき、平成２９年６月２８日付け

で三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会に検討を付託されました「ＲＤＦ焼

却・発電事業に関する検討」について、別添のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

三重県ＲＤＦ運営協議会事務局 

企業庁 電気事業課 

                            川戸、垣内 

                     電 話０５９－２２４－２８２４ 

                     ＦＡＸ０５９－２２４－３０４３ 
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ＲＤＦ焼却・発電事業に関する 

検討報告書 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 7月 

三重県ＲＤＦ運営協議会総務運営部会 
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語句説明 

※１ 関係市町・・・・・・・ ＲＤＦ焼却・発電事業に参画している 12市町     

(桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、伊賀市、

多気町、大台町、大紀町、紀北町、熊野市、御浜町、

紀宝町) 

※２ ポストＲＤＦ・・・・・ ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の新たなごみ処理体制 

※３ 製造団体・・・・・・・ ＲＤＦを製造する団体。桑名広域清掃事業組合、     

伊賀市、香肌奥伊勢資源化広域連合、紀北町、南牟

婁清掃施設組合の 5団体 

※４ ＲＤＦ構成団体・・・・ 3団体(桑名広域清掃事業組合、香肌奥伊勢資源化

広域連合、南牟婁清掃施設組合)と 12市町を合わせ

た 15団体 

※５ セーフティーネット・・ 平成 32(2020)年度末までＲＤＦの製造を継続する

団体が現行処理費用内で処理できるしくみ 
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＜はじめに＞ 

 

三重県では、ごみの持つ未利用エネルギーの有効活用とごみ処理の広域化を図る

ため、市町村の可燃ごみを固形燃料（ＲＤＦ）化して発電利用する｢ＲＤＦ化構想｣

を、市町村と一体となって進め、その受け皿として三重ごみ固形燃料発電所（以下

｢発電所｣という。）を整備し、平成 14(2002)年 12月から運転を行ってきました。 

 

県は、15年間のモデル期間が終了する平成 28(2016)年度をもってＲＤＦ焼却・

発電事業を終了し、平成 29(2017)年度以降は事業を行わないことを、平成 19(2007)

年 12月の三重県ＲＤＦ運営協議会（以下｢協議会｣という。）の総務運営部会（以下

｢部会｣という。）において提案しましたが、関係市町※1は事業の継続を要望しまし

た。 

そのため、協議会に｢あり方検討作業部会｣を設置し協議を重ね、平成 22(2010)

年 8月の協議会理事会において、平成 29(2017)年度以降事業を 4年間延長し、平

成 32（2020）年度末まで継続することが確認されました。 

 

これ以降、ポストＲＤＦ※2に向けて、桑名広域清掃事業組合では｢ごみ処理のあ

り方調査検討委員会｣を、伊賀市では｢廃棄物処理のあり方検討委員会｣を、香肌奥

伊勢資源化広域連合では「一般廃棄物処理担当課長会議」を、紀北町および南牟婁

清掃施設組合では近隣市を加えた｢新ごみ処理施設整備検討会議｣をそれぞれ設置

して、精力的に議論を重ね、新たなごみ処理のあり方や処理方針等に関する検討を

進めてきており、県においても、これらの検討組織への参画や、市町間の調整、職

員の派遣等の支援を行ってきました。 

 

また、平成 27(2015)年度には、8月の協議会総会において、伊賀市から「すべて

の製造団体※3にとってメリットになる方策が導き出されるのであれば、事業終了年

度を前倒しする方策について検討してはどうか」との提案があり、全会一致で了承

されました。部会で検討を重ねた結果、「事業終了年度の前倒しについては、最短

となる平成 28(2016)年度末とすることは難しいが、今後の状況により平成 29 

(2017)年度以降での前倒しの再検討の余地はある」との結論を取りまとめました。 

 

このような中、平成 29(2017)年 4月の部会において、桑名広域清掃事業組合か

ら「新ごみ処理施設の完成が早まり、平成 31(2019)年 12月末となる見込みである」

旨の説明があり、ＲＤＦ焼却・発電事業への影響とその対応について、検討を再開

することが理事会で了承されました。 

 

これを受け、協議会会長から部会に検討が付託されたことから、部会では、本検

討内容が関係市町全体に影響を及ぼす課題であるとして、すべての関係市町による

検討会議（以下｢全体会｣という。）を含む計 10回の協議を行い、付託事項の検討結

果を取りまとめましたので、その内容について報告するものです。  
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第１章 部会における協議の概要 

 

 部会では、全体会を含め計 10回の協議を行い、以下のとおり課題や対応策の検

討を行いました。 

 

＜部会協議概要＞ 

【第１回総務運営部会】  平成 29(2017)年 4月 25日 

  桑名広域清掃事業組合から同組合の新ごみ処理施設の工期が当初の計画から

15ヶ月短縮され、平成 31(2019)年 12月末となる旨の説明がありました。 

 

【第２回総務運営部会】  平成 29(2017)年 5月 18日 

  桑名広域清掃事業組合からの説明を受け、平成 27(2015)年度に実施した検討

を再開することについて協議しました。   

 

[理事会] (書面表決)  平成 29(2017)年 6月 28日 

検討の再開が理事会で了承され、会長から部会に検討が付託されました。 

 

【第３回総務運営部会】  平成 29(2017)年 6月 29日 

  協議会会長からの付託を受けて、ごみ処理体制や経済性の課題など 48 項目に

ついて検討していくことを確認しました。また、関係市町全体に影響する内容で

あることから、すべてのＲＤＦ構成団体※4で検討を進めることを確認しました。 

 

【第４回総務運営部会】（全体会）  平成 29(2017)年 9月 1日 

  検討 48 項目のうち、各種契約手続きや事業を継続した場合のコスト算出等に

係る項目について、検討内容を確認しました。   

 

【第５回総務運営部会】（全体会）  平成 29(2017)年 10月 13日 

  各製造団体のごみ処理先の選択肢等に係る項目について検討しました。   

 

【第６回総務運営部会】（全体会）  平成 29(2017)年 12月 22日 

  課題や対応策について、各製造団体の考え方を共有し、それぞれの課題の解決

策を引き続き協議することを確認しました。 

 

【第７回総務運営部会】（全体会） 平成 30(2018)年 3月 29日 

  課題解決の合意形成について協議しました。 

 

【第８回総務運営部会】（全体会） 平成 30(2018)年 4月 24日 

  検討 48項目について、取りまとめの方針を確認しました。 

 

【第９回総務運営部会】（全体会） 平成 30(2018)年 5月 16日 

  付託事項に対する検討結果の取りまとめ案を確認しました。 

 

【第 10回総務運営部会】（全体会） 平成 30(2018)年 6月 25日 

  検討結果を最終確認しました。 
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＜検討経過＞ 

 
三重県 

ＲＤＦ運営 
協議会 

関係市町 
桑名市,いなべ市, 木曽岬町,東員町, 

伊賀市,多気町,大台町,大紀町, 
紀北町, 熊野市,御浜町,紀宝町 

H29 
３ 

  
3.18桑名広域清掃事業組合 ごみ処理施設整備運営事業 落札者決定 

４ 

  

５ 

 5.10発電所の運転への影響について試算結果を共有 
 
 
 

 
5.26桑名広域清掃事業組合議会 可燃ごみ焼却施設整備工事 請負契約可決 

６ 

  
           

 

７ 
  

 

８ 
 8.31桑名広域清掃事業組合議会において、平成 31年 9月 17日をもって 

発電所へのＲＤＦ搬入を終了することを報告 

９ 

  
 
 
 

10 

  

11 
  

12 

  

H30 
１ 

  

２ 
  

2.16東紀州広域化の建設候補予定地を公表 

３ 

  

４ 

  

５ 

  

６ 

  

 

  

※項目の番号は、６ページを参照。 

4.25 第 1 回総務運営部会 桑名広域清掃事業組合が、新ごみ処理施設工期の 15ヶ月短縮を説明 

5.18 第 2 回総務運営部会 検討再開を協議 

検討再開を了承、部会に検討を付託 

経過確認、検討項目抽出、全体会で協議することを確認 6.29 第 3 回総務運営部会 

6.28 理事会（書面表決） 
） 

項目 1、4、18、22、25、26、33、34、44～47※ 9.1 第 4 回総務運営部会（全体会） 

10.13第 5回総務運営部会（全体会） 項目 2、3、5～17、19～21、23、24、27～32、35～43、48 

12.22第 6回総務運営部会（全体会） 課題や対応策について考え方を共有 

3.29 第 7 回総務運営部会（全体会） 課題解決の合意形成について協議 

4.24 第 8 回総務運営部会（全体会） 課題について取りまとめ方針を確認 

検討結果の取りまとめ案を確認 5.16 第 9 回総務運営部会（全体会） 

6.25第 10回総務運営部会（全体会） 検討結果の最終確認 

協議会会長への報告 
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第２章 現状把握と検討の進め方 

 

１ 桑名広域清掃事業組合の新ごみ処理施設整備の進捗 

ＲＤＦ焼却・発電事業は、平成 22(2010)年 8月の協議会理事会において事業

終了を平成 32(2020)年度末とすることが確認されていることから、桑名広域清

掃事業組合では、ＲＤＦ焼却・発電事業の終了に向けて、平成 23(2011)年 5月

から新ごみ処理施設の整備運営に係る検討を進めてきました。 

その結果、平成 29(2017)年 3月にごみ処理施設整備運営事業の総合評価一般

競争入札が実施され、落札者から、工期を 15ヶ月短縮し平成 31(2019)年 12月

末を完成予定とする提案があり、平成 29(2017)年 5月の組合議会臨時会におい

て、工事請負契約が可決されました。 

また、同年 8月の組合議会臨時会において、ごみ焼却施設の試験調整の開始に

伴い、発電所へのＲＤＦ搬入の終了日を、平成 31(2019)年 9月 17日とすること

が報告されました。 

 

２ ＲＤＦ焼却・発電事業への影響 

  発電所では、年間約 4万 5千トンのＲＤＦが処理されており、そのうち桑名  

広域清掃事業組合から搬入されるＲＤＦは、全体の約６割を占めます。 

また、平成 27(2015)年度に事業終了年度前倒しの検討を提案した伊賀市から

も、同時期にＲＤＦ搬入を停止する意向が示されたため、これに基づき試算を行

ったところ、発電所に搬入されるＲＤＦは約８割減少し、年間約 8千トンになる

見込みとなりました。 

これは１日あたりに換算すると約 20 トンに相当し、発電の最低焼却量である

日量 70トンを大きく下回ることになります。 

このため、 

①発電所は運転と停止を繰り返す間欠運転となり、非効率な運用となること 

②ＲＤＦ減少に伴い、売電収入が大幅に減ること 

 から、桑名広域清掃事業組合からのＲＤＦ搬入の終了日以降は、発電所の安定的

かつ効率的な運転は極めて困難との試算結果になりました。 

 

３ 新たなごみ処理体制の検討 

（１）新たなごみ処理体制の検討状況 

ＲＤＦ焼却・発電事業は、平成 22(2010)年 8月の協議会理事会において事業

終了を平成 32(2020)年度末とすることが確認されているため、桑名広域清掃事

業組合と同様に、他の製造団体も新たなごみ処理体制の整備に向けて、以下のと

おり検討を進めているところです。 

H30.7現在 

製造団体名 検討状況 

桑名広域清掃事業組合 新ごみ処理施設の建設 

伊賀市 近隣市との広域化によるごみ処理 

香肌奥伊勢資源化広域連合 多気町、大台町および大紀町の枠組みによるごみ処理 

紀北町、南牟婁清掃施設組合 近隣市を加えた東紀州広域化の枠組みによるごみ処理 

  



5 

（２）新たな処理先確保の必要性 

桑名広域清掃事業組合を除く他の製造団体においても、平成 32(2020)年度末

以降のごみ処理体制の整備に向けた検討を進めているものの、桑名広域清掃事業

組合のＲＤＦ搬入が終了する平成 31(2019)年 9 月までに新ごみ処理施設を完成

させることは、現時点においては見込めない状況にあります。 

このため、新たなごみ処理体制の整備が実現するまでは、発電所に代わる受け

皿となる新たな処理先を確保する必要があります。 

新たな処理先でのごみ処理については、下表のとおり、ケース２（可燃ごみを

民間処理）とケース４（ＲＤＦの製造を継続して民間処理）が選択肢となります。 

 

 ごみの状態 処理方式 評価 結果 

ケース１ 可燃ごみ 他自治体で処理 

・ＲＤＦの製造費用が不要 
・ＲＤＦに比べ重量が倍となるため、運
搬費が増加 

・持ち込み先の自治体に受け入れる余裕
が無い、又は受け入れ協議に時間を要
する 

× 

ケース２ 可燃ごみ 民間処理 

・ＲＤＦの製造費用が不要 
・ＲＤＦに比べ重量が倍となるため、運
搬費が増加 

・ごみ中継施設整備などへの新たな設備
投資が必要 

・県内外に処理先あり 

○ 

ケース３ ＲＤＦ 他自治体で処理 ・県内自治体に受け皿無し × 

ケース４ ＲＤＦ 民間処理 ・県内外に処理先あり ○ 

 

４ 検討の進め方 

  検討を進める上での現状の認識として、以下のことを共有しました。 

①桑名広域清掃事業組合からのＲＤＦ搬入終了日以降は、発電所の安定的か

つ効率的な運転は極めて困難となること 

②桑名広域清掃事業組合からのＲＤＦ搬入終了日までに、他の製造団体にお

いては新ごみ処理施設の完成は間に合わず、完成までの間、発電所に代わ

る受け皿となる新たな処理先の確保が必要となること 

③新たな処理先でのごみ処理方式は、「可燃ごみを民間処理」、もしくは   

「ＲＤＦの製造を継続して民間処理」のいずれかとなること 

  

以上のことから、部会では、当初の計画である平成 32(2020)年度末までの期

間、もしくは新ごみ処理施設が完成するまでの間は、｢可燃ごみを民間処理｣する

方式と、「ＲＤＦの製造を継続して民間処理」する方式の二通りについて、各製

造団体の事情等を勘案しながら、慎重に検討を進めることとしました。 

  併せて、すべての製造団体が、桑名広域清掃事業組合のＲＤＦ搬入終了日を軸

として、新たなごみ処理体制に移行することが対応可能かどうかを検討すること

としました。 
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第３章 検討課題の整理と検討結果 

 

発電所に代わる受け皿としての新たな処理先を確保するために、検討が必要な項

目の洗い出しを行いました。 

 なお、検討すべき大項目としては｢ごみ処理計画｣と｢経済性｣があり、対外的な説

明と理解、リスク分析などの観点も含め、全 48項目について検討を行いました。   

 

＜検討項目＞

番号 検討項目

RDF搬入終了時期 1 RDF搬入終了時期の検討

2 現行ＲＤＦ製造に係る各種規約・契約等への影響

3 現行ＲＤＦ製造に係る地元雇用への影響

4 市町の一般廃棄物処理基本計画（実施計画）の変更

5 ＲＤＦ製造停止に係る職員（正規・臨時・嘱託）の扱い

6 ごみ処理委託契約締結

7 ごみ運搬委託契約締結

8 その他必要な契約締結

9 他市町ごみ受入への理解

10 ごみ処理方式の変更に対する理解

11 ごみ運搬車両の通行に対する理解

12 地元協定の見直し

13 ごみ処理方式の変更に対する理解

14 循環型社会の構築とリサイクル率低下等に係る政策上の整理

15 新たなごみ処理に対する中長期計画の説明

16 ＲＤＦ化施設撤去の有無、時期

17 撤去後の跡地利用

18 RDF搬入停止日の変動リスク

19 施設の定期点検やトラブル時の対応（代替処理先）

20 運搬車両事故時の対応（可燃ごみ保管）

21 大規模な災害に係る廃棄物処理の対応

22 将来の民間委託処理コストの値上げ受容

23 施設の仕様（応急・恒久）を決定

24 ごみピット臭気・汚水処理等の見直し

25 施設の改造費用等積算（施設統合費含む、当初予算レベル）

工程管理 26 現行ＲＤＦ運用から新たなごみ処理への移行工程（改造工程含む）

27 受電設備（契約電力）の見直し

28 施設維持管理費用

29 必要な固定費（人件費、光熱費等）試算

30 ごみ運搬車両の仕様を決定

31 ごみ運搬車両の確保

32 ごみ運搬費用積算

33 新たな処理先の処理コスト検討

34 その他必要な費用

35 国等補助金返還の有無及び額の算出

36 起債償還の有無

37 共同管理に係る費用負担増

38 構成市町ごみ量の変更有無

H31年12月以降に向けて
の先行投資

39 平成31(2019)年12月以降のごみ処理計画を見据えての先行投資金額

40 ＲＤＦ化施設維持管理費

41 その他固定費（人件費、光熱費等）

運搬費 42 運搬費

処理委託料 43 14,145円/RDFトン（税抜）

コスト比較 コスト比較 44 新たなごみ処理とＲＤＦ処理とのコスト比較

ルールの見直し 決議等ルールの見直し 45 決議等の扱いの検討

46 事業終了に伴う清算金の算出

47 事業終了に伴う清算金の返還・徴収方法の確認

その他 運搬費の格差是正 48 各製造団体間の運搬費の格差是正

その他の検討 清算 料金の清算

ＲＤＦ継続処理コ
スト算出

項目

施設改造費

維持管理費

運搬費

処理委託料

運用変更

維持管理費

新ごみ処理
（民間処理）コス
ト算出

施設撤去

ごみ処理計画

ＲＤＦ化施設の撤去

リスク分析

経済性

補助金・起債

リスクの検討

計画変更

各種契約締結手続き

対外的な説明と
理解

地元住民の理解

議会の理解

計画変更
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１ 製造団体毎の課題整理（検討項目 1～44） 

 

団体名 課題検討の概要 

桑名広域 

清掃事業組合 

 

 

【処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

45,800  t 

製造ＲＤＦ 

    25,983  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ｺｽﾄ比較は平成

31(2019)年度の

見込み費用で行

っています。 

＜方針＞ 

新ごみ処理施設で焼却処理を行う 

 

（１）ごみ処理計画 

【計画変更】 

・ 「ごみ処理のあり方調査検討委員会」を設置し、検討実施済み 

・ 一般廃棄物処理基本計画は変更済み 

・ 平成 29(2017)年 5 月の組合議会において、可燃ごみ焼却施設整備

工事請負契約を可決し、平成 30(2018)年 2 月着工、平成 31(2019)

年 12 月末に完成予定 

・ 発電所へのＲＤＦ搬入終了日は、平成 31(2019)年 9月 17 日を予定 

 

【対外的な説明と理解】 

・ 平成 29(2017)年 5 月の組合議会において、可燃ごみ焼却施設整備

工事請負契約を可決 

・ 地元に対し、平成 29(2017)年 9 月～10 月に、新ごみ処理施設の住

民説明会を延べ 11 回開催 

・ 地元住民に対し、「ごみ処理施設整備ニュース」を 5回配布 

 

【施設撤去又は整備計画等】 

・ ＲＤＦ化施設は撤去予定 

・ 跡地利用の検討が必要 

 

【リスク分析】 

・ 特になし 

 

 

（２）経済性 

【コスト比較】 

・ 新ごみ処理施設での処理費用は、現在の処理費用に比べて 

79.7％ 減少※ 

 

【補助金・起債】 

・ ＲＤＦ化施設の撤去に関して、国等の補助金の返還なし 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還は、平成 29(2017)年度で完了 
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団体名 課題検討の概要 

伊賀市 

 

 

【処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

20,203  t 

製造ＲＤＦ 

     11,314  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ｺｽﾄ比較は平成

31(2019)年度の

見込み費用で行

っています。 

＜方針＞ 

可燃ごみを民間処理する 

 

（１）ごみ処理計画 

【計画変更】 

・ 「廃棄物処理のあり方検討委員会」を設置し、検討実施済み 

・ 平成 28(2016)年度に一般廃棄物処理基本計画を見直し、「平成

32(2020)年度末までにＲＤＦ化施設の稼動が終了した後は、将来的

な広域処理を見据え、同施設で処理している可燃ごみの処理を民間

処理委託」と位置付け 

・ 発電所に代わる可燃ごみの民間処理先を確保できる見込み 

・ 発電所へのＲＤＦ搬入終了日は、平成 31(2019)年 8月 31 日で対応

可能 

 

【対外的な説明と理解】 

・ 地元・議会に対し、民間処理について説明が必要 

・ 民間処理先および受入地元と協議予定 

 

【施設撤去又は整備計画等】 

・ ＲＤＦ化施設を撤去し、プラットフォームとピットを再利用してご

み中継施設の整備を予定 

・ 既存乾燥機での水処理が出来なくなるため、汚水処理設備の改造が

必要 

・ ＲＤＦ搬入終了に対応する場合は、平成 30(2018)年度第４四半期

～31(2019)年度第 1 四半期でごみ中継施設の整備が必要 

 

【リスク分析】 

・ 特に無し 

 

 

（２）経済性 

【コスト比較】 

・ 可燃ごみの民間処理での費用は、現在の処理費用に比べて   

33.5％ 減少※ 

 

 【補助金・起債】 

・ ＲＤＦ化施設の撤去等に関して、国等の補助金の返還なし 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還は、平成 33(2021)年度まで継続

（H29(2017)年度末約 123,000 千円） 
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団体名 課題検討の概要 

香肌奥伊勢 

資源化広域連合 

 

 

【処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

6,035  t 

製造ＲＤＦ 

      3,402  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ｺｽﾄ比較は平成

31(2019)年度の

見込み費用で行

っています。 

＜方針＞ 

可燃ごみを民間処理する 

 

（１）ごみ処理計画 

【計画変更】 

・ 「一般廃棄物処理担当課長会議」を設置し、検討実施 

・ 連合を構成する町の一般廃棄物処理基本計画の変更が必要 

・ 連合を構成する町議会において規約変更を議決し、その後、連合議

会において広域計画の変更の議決が必要 

・ 発電所に代わる可燃ごみの民間処理先を確保できる見込み 

・ 可燃ごみの民間処理を行う間に、次期のごみ処理方法について検討 

・ 発電所へのＲＤＦ搬入終了日は、平成 31(2019)年 8 月上旬で対応

可能 

 

【対外的な説明と理解】 

・ 地元に対し、多気地域のごみの受入れについて説明が必要 

・ 地元に対し、可燃ごみを民間処理する期間、ごみ中継施設として利

用することを説明し、覚書を締結予定 

・ 議会に対し、多気地域のごみを含めた民間処理に伴い、ごみの分別

方法を変更することについて説明が必要。また、可燃ごみを民間処

理を行う間に、次期のごみ処理方法を検討していくことについて説

明が必要 

・ 民間処理先および受入自治体と協議予定 

 

【施設撤去又は整備計画等】 

・ ごみ中継施設の整備が必要 

・ 施設撤去については跡地利用を含め検討 

・ ＲＤＦ搬入終了に対応する場合は、平成 30(2018)年度第４四半期

～31(2019)年度上半期でごみ中継施設の整備が必要 

 

【リスク分析】 

・ 特に無し 

 

（２）経済性 

【コスト比較】 

・ 可燃ごみの民間処理での費用は、現在の処理費用に比べて   

1.6% 減少※ 

 

【補助金・起債】 

・ ＲＤＦ化施設の撤去等に関して、国等の補助金の返還なし 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還は、平成 27(2015)年度で完了 
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団体名 課題検討の概要 

紀北町 

 

 

【処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

6,300  t 

製造ＲＤＦ 

      2,800  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ｺｽﾄ比較は平成

31(2019)年度の

見込み費用で行

っています。 

＜方針＞ 

ＲＤＦの製造を継続して民間処理する 

 

（１）ごみ処理計画 

【計画変更】 

・ 「新ごみ処理施設整備検討会議」を設置し、検討実施 

・ 平成 27(2015)年 12 月、紀北町、南牟婁清掃施設組合（熊野市、 

御浜町、紀宝町）に近隣市を含めた５市町で、東紀州地域でのごみ

処理の広域化を前向きに検討していくことを確認 

・ 平成 30(2018)年 2月、建設候補予定地を公表 

・ ＲＤＦの製造を継続するため、一般廃棄物処理基本計画の変更なし 

・ 発電所に代わるＲＤＦの民間処理先を確保できる見込み 

・ 発電所へのＲＤＦ搬入終了日は、平成 31(2019)年 8月 31 日で対応

可能 

 

【対外的な説明と理解】 

・ ＲＤＦの製造を継続するため、ごみ収集体制に変更がないことか

ら、地元住民に対する影響はない 

・ 議会に対し、広域の新ごみ処理施設が完成するまでの間は、ＲＤＦ

の製造を継続し、民間処理を行うことについて説明が必要 

・ 民間処理先および受入自治体と協議予定 

 

【施設撤去又は整備計画等】 

・ 広域でのごみ処理となった場合には、中継施設又は資源ごみの集積

所等への改修を行う予定 

・ 広域の新ごみ処理施設整備後に、ＲＤＦ化施設の施設改造又は撤去

を行う予定 

 

【リスク分析】 

・ ＲＤＦの民間処理先のトラブル等による代替処理先の確保 

・ ＲＤＦの民間処理先のトラブル等により現行処理費用を超える 

リスク 

 

（２）経済性 

【コスト比較】 

・ ＲＤＦの民間処理での費用は、現在の処理費用に比べて 

2.9％ 減少※ 

 

【補助金・起債】 

・ ＲＤＦ化施設の改造等に関して、国等の補助金の返還なし 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還は、平成 29(2017)年度で完了 
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団体名 課題検討の概要 

南牟婁清掃 

施設組合 

 

 

【処理(見込み)量】 

可燃ごみ 

3,540  t 

製造ＲＤＦ 

      1,820  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ｺｽﾄ比較は平成

31(2019)年度の

見込み費用で行

っています。 

＜方針＞ 

ＲＤＦの製造を継続して民間処理する 

  

（１）ごみ処理計画 

【計画変更】 

・ 「新ごみ処理施設整備検討会議」を設置し、検討実施 

・ 平成 27(2015)年 12 月、紀北町、南牟婁清掃施設組合（熊野市、 

御浜町、紀宝町）に近隣市を含めた５市町で、東紀州地域でのごみ

処理の広域化を前向きに検討していくことを確認 

・ 平成 30(2018)年 2月、建設候補予定地を公表 

・ ＲＤＦの製造を継続するため、一般廃棄物処理基本計画の変更なし 

・ 発電所に代わるＲＤＦの民間処理先を確保できる見込み 

・ 発電所へのＲＤＦ搬入終了日は、平成 31(2019)年 8月 31 日で対応

可能 

 

【対外的な説明と理解】 

・ ＲＤＦの製造を継続するため、ごみ収集体制に変更がないことか

ら、地元住民に対する影響はない 

・ 組合を構成する市町議会や組合議会に対し、広域の新ごみ処理施設

が完成するまでの間は、民間処理を行うことについて説明が必要 

・ 民間処理先および受入自治体と協議予定 

 

【施設撤去又は整備計画等】 

・ 広域の新ごみ処理施設整備を見据え、ごみ中継施設の整備を行う予

定 

・ 施設撤去については跡地利用を含め検討 

 

【リスク分析】 

・ ＲＤＦの民間処理先のトラブル等による代替処理先の確保 

・ ＲＤＦの民間処理先のトラブル等により現行処理費用を超える 

リスク 

 

（２）経済性 

【コスト比較】 

・ ＲＤＦの民間処理での費用は、現在の処理費用に比べて 

 3.8％ 減少※ 

   

【補助金・起債】 

・ ＲＤＦ化施設の改造等に関して、国等の補助金の返還なし 

・ ＲＤＦ化施設の起債償還は、平成 29(2017)年度で完了 
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２ ＲＤＦ搬入終了時期の検討（検討項目 1） 

前項の「製造団体毎の課題整理」のとおり、すべての製造団体において、桑名  

広域清掃事業組合からのＲＤＦの搬入が終了する平成 31(2019)年 9 月を軸に、

新たな処理先を確保できることが確認できました。 

 

 

 

 

３ コスト比較の検討（検討項目 44） 

新たな処理先での処理に要する費用を現行の処理費用と比較したところ、 

すべての製造団体において、現行の処理費用と比べて同等以下となることを 

確認しました。 

 

 

４ リスクの検討（検討項目 18～22） 

ＲＤＦの製造を継続する団体が新たな処理先に移行する場合のリスクである 

 ・民間処理先のトラブル等による代替処理先の確保 

・民間処理先のトラブル等により現行処理費用を超えるリスク 

の対応が課題となりました。 

 

（１）民間処理先のトラブル等による代替処理先の確保 

ＲＤＦの製造を継続する団体は、新たな処理先を確保できる見込みであるも

のの、不測の事態に備えて代替の処理先も確保しておく必要があり、この確保

にあたっても、県が協力する必要があることを確認しました。 

 

（２）民間処理先のトラブル等により現行処理費用を超えるリスクへの対応策 

製造団体および県は、平成 19(2007)年 2月 1日に「ＲＤＦ処理増加費用に

関する合意書」（以下「合意書」という。）を締結し、発電所の施設の定期点検

その他の理由により発電所へのＲＤＦの受入れを停止したことに起因して、 

発電所以外の施設においてＲＤＦを処理したことに伴い製造団体が負担した

費用から、発電所でのＲＤＦ処理に通常要すべき費用を控除した費用を事業費

用として負担するルールを適用しています。 

桑名広域清掃事業組合ＲＤＦ搬入終了に伴う各製造団体の対応

H29年度 H30年度 Ｈ31/4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ｈ32/1 2 3 備考

桑名広域清掃事業組合 ◎ 　試運転調整
新ごみ処理施設　試運転 完成

　平成31年9月17日

8/31

8/上

8/31

8/31

香肌奥伊勢資源化
広域連合　　　　 RDF搬入

紀北町　　　　　 RDF搬入

RDF搬入

伊賀市　　　　　 RDF搬入

南牟婁清掃施設組合
　　　　　　　　 RDF搬入

･H31年8月から試運転調整
･H31年9月17日RDF搬入終了
･H31年12月末 新施設完成
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また、平成 32(2020)年度末までのＲＤＦ処理委託料は、ＲＤＦ１トン当た

り 14,145円（税抜）とすることが協議会で決議されています。 

これらをふまえ、ＲＤＦの製造を継続する団体に対しては、平成 32(2020)

年度末までの間は、合意書のルールを引き続き適用することにより、新たな 

ごみ処理体制に移行したとしても、ごみ処理費用が現行（14,145円/ｔ）を超

えることがないよう、新たな処理先のトラブル等の場合における「セーフティ

ーネット※5」を確保する必要性を確認しました。 

 

＜セーフティーネットのイメージ図＞   

   

 

 

５ 決議等ルールの見直し（検討項目 45） 

（１）現行ルールと課題 

   ＲＤＦ焼却・発電事業の終了時期を前倒しする場合に、見直しが必要となる

現行ルールおよび課題は、以下のとおりでした。 

   ①平成 26(2014)年 1月 17日付「ＲＤＦ焼却・発電事業に係る確認書」 

    （課題） 

・事業期間を平成 33(2021)年 3月 31日までとしていることとの整合性 

   ②平成 19(2007)年 2月 1日付「ＲＤＦ処理増加費用に関する合意書」 

    （課題） 

・ＲＤＦの製造を継続する団体が、発電所に代わる新たな処理先で処理

する場合、合意書に基づくセーフティーネットのルール適用の継続性 

 

（２）ルールの見直し 

   各製造団体および県は、平成 26(2014)年 1月に「ＲＤＦ焼却・発電事業に

係る確認書」（以下「確認書」という。）を締結し、この中で事業期間を平成

33(2021)年 3月 31日までとしていることから、ＲＤＦ焼却・発電事業の終了

時期を前倒しする場合は、あらためて決議する必要があることを確認しました。 

     また、合意書のルールを引き続き継続することについても、あらためて決議

する必要があることを確認しました。 

  

B社 B社

事業費用

として負担

事業費用

として負担

       処理単価(円/t)

処理先

トラブル

処理先

トラブル

A社 A社 A社

現行処理委託料

14,145
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６ 事業終了に伴う清算（検討項目 46～48） 

各製造団体および県は、確認書の中で、平成 20(2008)年度から平成 32(2020)

年度における収支計画に基づく収支不足見込み額とその実績に過不足が生じる

場合は、清算することを定めています。 

この確認書に基づき、事業終了時期の前倒しを実施した場合の清算金について、

以下のとおり確認を行いました。 

 

（１）清算金の算出 

発電所の運転、維持管理および灰処理に要する費用に加えて、施設を安全に

停止させる費用や平成 32（2020）年度末まで必要となるセーフティーネット

の費用を収支計画に反映し、清算金を算出します。 

    

（２）清算金の分配方法 

清算金の各製造団体への分配は、平成 20(2008)年度から平成 32(2020)年度

までのＲＤＦ処理委託料および運搬費を合計した総費用の按分により行いま

す。 

なお、平成 19(2007)年度までの累積欠損金については、県が負担すること

で清算済みのため、算出に含みません。 

 

（３）清算金の支払方法 

清算金は、事業決算が確定次第、速やかに部会で確認を行い、その後、各製

造団体に支払われます。 

 

（４）分配割合および清算金の見込み 

   各製造団体の分配割合および清算金の見込み額（平成 30(2018)年 7月現在）

は、以下のとおりとなります。 

 

＜各製造団体の分配割合＞       

桑名広域清掃事業組合 43.9％ 

伊賀市 24.5％ 

香肌奥伊勢資源化広域連合 12.7％ 

紀北町 10.4％ 

南牟婁清掃施設組合 8.5％ 

合計 100.0％ 

 

＜清算金見込み額＞  

  平成 31(2019)年 9月に発電所へのＲＤＦ搬入を停止した場合の清算金見込み

額は、515,269千円となります。 

ただし、売電単価の増減、維持管理費用および修繕費用の増減により、上記の  

清算金見込み額は変動します。  
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７ ポストＲＤＦに向けた施設整備等（検討項目 16、17、23～25） 

（１）各製造団体での検討状況 

各製造団体は、ポストＲＤＦに向けた施設整備等の検討を行っており、その 

概要は以下のとおりです。 

製造団体名 ポストＲＤＦに向けた施設整備等 

桑名広域清掃事業組合 ＲＤＦ化施設撤去 

伊賀市 ＲＤＦ化施設撤去・改造、ごみ中継施設整備等 

香肌奥伊勢資源化広域連合 ごみ中継施設整備等 

紀北町 ＲＤＦ化施設撤去・改造、ごみ中継施設整備等 

南牟婁清掃施設組合 ごみ中継施設整備等 

 

（２）ポストＲＤＦに向けた施設整備等および国補助制度の現状 

各製造団体のポストＲＤＦに向けた施設整備等については、 

   ①ＲＤＦ化施設撤去・改造 

   ②ごみ中継施設整備等 

  のいずれか、もしくは両方を実施する予定となっています。 

   新しいごみ処理施設の整備にあたっては、国において循環型社会形成推進交

付金や起債措置など、充実した制度が設けられています。 

   しかし、一般廃棄物の処理施設等の解体撤去に関する国補助は、ごみ焼却施

設を解体した跡地に廃棄物処理施設（ストックヤード等）を整備する場合のみ

が対象とされ、ＲＤＦ化施設の解体は対象外となっています。 

また、ごみ中継施設整備に関する国補助は、ごみ処理の広域化・集約化に伴

って、ごみ焼却施設の跡地を利用して整備するものに限られており、ＲＤＦ化

施設の廃止に伴う整備は対象外となっています。 

 

（３）施設整備等に対する支援 

ＲＤＦ焼却・発電事業は、県と関係市町が一体となって進めてきた事業であ

り、ＲＤＦ構成団体が新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう、県は一定

の役割を果たすことが必要です。 

また、ＲＤＦ構成団体等が県に対し財政的支援を要望している状況をふまえ、

これらの施設整備等が国の補助対象となるよう県が国に働きかけるとともに、

施設整備等に対する県の支援を検討する必要性があることを確認しました。 

 

【参考】 

循環型社会形成推進交付金 補助率 1/3（ただし、エネルギー回収型廃棄物処理施設については補助率 1/2） 

  地方負担 2/3(1/2)のうち 

一般廃棄物処理事業債 75%（交付税措置 50%） 

財源対策債 15%（交付税措置 50%） 

一般財源 10% 

  

交付金１／３(１／２)

一般

財源

10%

一般廃棄物処理事業債75%
財対債

15%

（元利償還金の50%を後年度交付税措置） (同左)

地方負担 2/3(1/2)のうち 
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第４章 検討結果のまとめ 

  

各製造団体における新たなごみ処理体制の整備に向けた進捗状況をふまえて、桑

名広域清掃事業組合を除く他の製造団体における新たな処理先については、「可燃

ごみを民間処理」または「ＲＤＦの製造を継続して民間処理」とし、そのうえで、

新たなごみ処理体制への移行に伴う課題の整理を行い、以下のとおり確認しました。 

 

１ ごみ処理計画、経済性 

ごみ処理計画の観点では、一般廃棄物処理基本計画の変更および対外的な説明

と理解、リスク分析などに関して、対応すべき課題を確認しました。 

経済性の観点では、すべての製造団体が、現行の処理費用と比べ同等以下と 

なることを確認しました。 

 

２ 新たな処理先の確保 

すべての製造団体が、桑名広域清掃事業組合からのＲＤＦの搬入が終了する 

平成 31(2019)年 9月を軸に、発電所でのＲＤＦの処理を終了し、発電所に代わ

る新たな処理先の確保が可能であることを確認しました。 

 

３ セーフティーネットの確保の必要性 

ＲＤＦの製造を継続して民間処理を行う団体に対しては、平成 32(2020)年度

末までの間に、新たな処理先におけるトラブル等により現行の処理委託料  

（ＲＤＦ１トン当たり 14,145円（税抜））を超える額での処理が必要となった場

合には、その超過分を事業費用として取り扱うこと、いわゆる「セーフティーネ

ット」の確保の必要性を確認しました。 

 

４ 清算金の分配方法 

清算金はＲＤＦの処理および運搬に係る費用に応じて各製造団体に分配する

ことを確認しました。 

 

５ ポストＲＤＦに向けた施設整備等の必要性 

ＲＤＦ焼却・発電事業は県と関係市町が一体となって進めてきた事業であり、

ＲＤＦ構成団体が新たなごみ処理体制に円滑に移行できるよう、県として一定の

役割を果たすべきであることから、これまで実施してきている技術的支援や循環

型社会形成推進交付金の対象拡充に対する国への要望を引き続き行うとともに、

ポストＲＤＦに向けて必要となる施設整備等に対する支援について検討する必

要があることを確認しました。 

 

 

以上のことから、すべての製造団体は、平成 31(2019)年 9月を軸として、発電

所へのＲＤＦの搬入を終了し、新たなごみ処理体制に移行できる環境が整ったとの 

共通認識に至りました。 
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（１）未利用エネルギーの有効活用 

 

表１ ＲＤＦ受入量および発電電力量の推移 

 RDF受入量 

（RDFｔ） 

発電電力量 

（ｋＷｈ） 

供給電力量 

（ｋＷｈ） 

  

電気事業者※12 桑名広域 

H14 16,798 11,939,900 9,580,960 7,596,960 1,984,000 

H15 21,158 31,521,000 27,506,260 21,621,460 5,884,800 

H16 29,185 34,965,900 27,160,680 21,416,080 5,744,600 

H17 48,364 62,897,500 50,389,620 38,960,320 11,429,300 

H18 50,254 65,385,900 52,372,500 40,590,900 11,781,600 

H19 52,313 68,863,000 54,768,120 42,811,020 11,957,100 

H20 48,462 63,384,100 49,688,180 38,813,880 10,874,300 

H21 46,108 59,680,900 46,600,840 36,235,640 10,365,200 

H22 48,055 63,256,600 50,028,000 39,081,700 10,946,300 

H23 48,270 63,050,400 49,412,660 38,553,760 10,858,900 

H24 47,332 62,273,100 49,043,880 38,412,080 10,631,800 

H25 48,808 67,725,200 53,534,549 42,773,549 10,761,000 

H26 46,513 63,611,100 50,300,470 40,288,570 10,011,900 

H27 45,256 63,006,500 49,781,618 39,716,418 10,065,200 

H28 45,692 62,866,600 49,439,302 39,575,802 9,863,500 

H29 45,974 63,867,800 50,094,168 40,518,268 9,575,900 

H30 44,399 64,819,500 51,779,192 41,934,592 9,844,600 

R01 19,823 28,781,800 22,523,604 17,451,224 5,072,380 

合計 752,764 1,001,896,800 795,251,103 626,352,223 168,898,880 

供給先の電気事業者 

平成 24年度まで：中部電力㈱ 

平成 25年～平成 27年度：丸紅㈱ 

平成 28年度：㈱エネット 

平成 29年度：丸紅新電力㈱ 

平成 30年度～令和元年度：中部電力㈱（バイオマス分）、ゼロワットパワー㈱（非バイオマス分） 
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図１ エネルギー投入及び回収（平成 30年度）のフロー図 

 

 

（２）ダイオキシン類の削減 

 

表２ 廃棄物の焼却施設に関するダイオキシン類の排出規制（H9.12.1 施行） 

焼却炉の 

能力 

＜参考＞ 

日 8 時間運転（バッチ炉）

した場合の処理能力 

新設炉 
既設炉 

（H14.12.1以降） 

対象となった 

焼却施設 

4t/h以上 32 t/日以上 0.1 1 
桑名広域組合、上野市

ほか４町村組合、など 

2t/h以上 

4t/h未満 

16 t/日以上 

32 t/日未満 
1 5 

紀伊長島町、南牟婁組

合、など 

2t/h未満 16 t/日未満 5 10 
大台町ほか 4町村組

合、など 

単位：ng-TEQ/m3N 

 

表３ ダイオキシン類排出量の新旧施設の比較 
 

旧ごみ焼却施設（平成 13年度） ＲＤＦ化施設等（平成 30年度） 
 

 
処理能力 排ガス量 実測濃度 排出量 

a 

排ガス量 実測濃度 排出量 

b 

排出量 

削減率  
t/日 m3N/年 ng-TEQ/m3N mg-TEQ/年 m3N/年 ng-TEQ/m3N mg-TEQ/年 (a-b)/a 

桑名広域 200 234,425,000 0.445 104 186,476,199 0.00232 0.433 99.58% 

伊賀市 
（上野市ほか 4） 

130 163,030,000 7.220 1,177 69,960,540 0.0009 0.061 99.99% 

紀北町 
（紀伊長島） 

25 21,360,000 7.350 157 20,833,368 0.0001 0.002 99.99% 

南牟呂 25 27,240,000 6.700 183 10,319,218 0.0096 0.099 99.95% 

紀北町（海山）や香肌奥伊勢資源化広域連合の旧焼却炉は、平成 13年時点で既に廃止されていた施設もあ

り、排出総量として比較できないため、算定から除外しました。 

可燃ごみ 

ＲＤＦ 

発電 

（焼却） 

製造に係るエネルギー 

（灯油、電気など） 

運搬に係るエネルギー 

（軽油） 運搬 

回収したエネルギー 

（電気） 

ＲＤＦ化 

製造されたＲＤＦのエネルギー量 

879,168 GJ/年 

325,607 GJ/年 

5,535 GJ/年 

186,405 GJ/年 

投入エネルギー量 

1,210,310 GJ/年 

回収エネルギー量 

186,405 GJ/年 
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・処理施設ごとのダイオキシン類排出濃度 

平成 30年度 ダイオキシン類濃度 

(ng-TEQ/m3N) 

RDF 焼却・発電施設 0.000230  

RDF 化施設 平均値 0.00627 

桑名広域清事業組合 0.00232  

伊賀市 0.000878  

香肌奥伊勢資源化広域連合 0.0232  

紀北町（旧紀伊長島町分） 0.0000740  

紀北町（旧海山町分） 0.00155  

南牟婁清掃施設組合 0.00960  

ごみ焼却施設 平均 0.158 

A 0.770 

B 0.585  

C 0.141  

D 0.111  

E 0.0945  

F 0.315  

G 0.00690  

H 0.0205  

I 0.0200  

J 0.00596  

K 0.0330  

L 0.00313  

M 0.259  

N 0.0000539  

O 0.0000447  

 

  

図２ ダイオキシン類排出濃度(平成30年度）（本冊 p45 図１） 
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・県内ダイオキシン類総排出量 

 

平成 8 年度（RDF 化前）の県内ダイオキシン類総排出量は、「三重県ごみ処理広域化計画

（平成 10年 10月）」における、排ガス中の排出量（27,361 mg-TEQ/年）から引用 

平成 30年度（RDF化後）  
 ダイオキシン類濃度 

(ng-TEQ/m3N) 

ａ 

年間ごみ処理量 

（t） 

ｂ 

ダイオキシン類排出量 

（ng-TEQ/年） 

ａ×ｂ×5000 

ＲＤＦ焼却・発電施設  0.000230  44,399 50,948 

ごみ焼却施設 A 0.770  2,829 10,891,650 

B 0.585  2,782 8,137,350 

C 0.141  5,006 3,516,715 

D 0.111  8,697 4,826,835 

E 0.0945  9,880 4,668,300 

F 0.315  5,752 9,059,400 

G 0.00690  20,978 723,741 

H 0.0205  21,191 2,172,078 

I 0.0200  23,901 2,390,100 

J 0.00596  34,336 1,023,213 

K 0.0330  50,192 8,281,680 

L 0.00313  54,028 844,188 

M 0.259  55,344 71,670,480 

N 0.0000539  61,610 16,591 

O 0.0000447  94,434 21,090 

県内総排出量 
  

 
128,294,359 ng-TEQ/年 

（128 mg-TEQ/年） 

※ 県内総排出量＝各施設における（ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/m3N）×年間ごみ処理量（t）×

5,000（m3N/t））の総和 

焼却処理の排出ガス量はごみ処理広域化計画の試算条件をもとに、ごみ処理量（t）あたり 5,000 

m3Nとして計算した。 

 

  

図３ 県内ダイオキシン類総排出量の推移（本冊 p45 図２） 
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表４ 桑名地区におけるダイオキシン類総排出量（本冊 p46 表２） 

 処理施設 
施設からの排出量 

mg-TEQ/年 

地区の総排出量 

mg-TEQ/年 

平成 13 年度比 

削減率 

ＲＤＦ化前 

（平成 13 年度） 

桑名広域清掃事業組合 

旧ごみ焼却施設 
104 104 ― 

ＲＤＦ化後 

（平成 30 年度） 

桑名広域清掃事業組合 

ＲＤＦ化施設 
0.433 

0.518 99.5％ 
企業庁 

ＲＤＦ焼却・発電施設 
0.085 

 

・処理施設からの排出量算出 

 処理施設 

排ガス量 

m3N/年 

ａ 

実測値 

ng-TEQ/m3N 

ｂ 

施設からの排出量 

mg-TEQ/年 

ａ×ｂ 

ＲＤＦ化前 

（平成 13 年度） 

桑名広域清掃事業組合 

旧ごみ焼却施設 
234,425,000 0.445 104 

ＲＤＦ化後 

（平成 30 年度） 

桑名広域清掃事業組合 

ＲＤＦ化施設 
186,476,199 0.00232 0.433 

企業庁 

ＲＤＦ焼却・発電施設 
369,488,478 0.00023 0.085 
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（３）環境負荷の低減 

 

表５ ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素の排出濃度（平成 30年度） 

（本冊 p46 表３）  
ばいじん 窒素酸化物 硫黄酸化物 塩化水素 

g/m3N ppm m3N/h mg/m3N 

ＲＤＦ焼却・発電施設 0.010 57.3 0.10 11.0 

ＲＤＦ化施設（平均値） 0.010 26.8 0.10 - 

ごみ焼却施設（平均値） 0.012 72.1 0.15 25.8 

排出基準 0.04-0.15 250 
K値規制 

14.5-17.5 
700 

     

 

・処理施設ごとの排出濃度（平成 30年度）  
ばいじん 窒素酸化物 硫黄酸化物 塩化水素 

g/m3N ppm m3N/h mg/m3N 

ＲＤＦ焼却・発電施設 0.010 57.3 0.10 11.0 

ＲＤＦ化施設 平均値 0.010 26.8 0.10 ― 

桑名広域清事業組合 0.010 18.6 0.10 ― 

伊賀市 0.010 36.5 0.10 ― 

香肌奥伊勢資源化広域連合 0.010 10.3 0.10 ― 

紀北町（旧紀伊長島町分） 0.010 16.0 0.10 ― 

紀北町（旧海山町分） 0.010 7.5 0.10 ― 

南牟婁清掃施設組合 0.012 72.0 0.10 ― 

ごみ焼却施設 平均値 0.012 72.1 0.15 25.8 

A 0.010 15.4 0.12 16.0 

B 0.010 73.7 0.13 16.0 

C 0.010 36.8 0.20 23.3 

D 0.010 137.8 0.15 48.3 

E 0.010 22.3 0.10 11.0 

F 0.012 130.0 0.19 66.5 

G 0.010 100.0 0.10 33.6 

H 0.014 91.5 0.10 15.0 

I 0.030 110.8 0.11 14.8 

J 0.013 48.3 0.10 31.3 

K 0.010 69.5 0.44 45.7 

L 0.010 58.0 0.11 16.2 

M 0.010 95.8 0.10 12.0 

N 0.010 19.9 － 11.5 

（注）値は平成 30年度に複数回実施した分析結果の平均値 
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図４ ごみトンあたりの二酸化炭素排出量（平成 29年度）（本冊 p47 図４） 

 

・処理方式ごとの二酸化炭素排出量まとめ 

 ごみトンあたりの二酸化炭素排出量（kg-CO2/t） 

Ｒ
Ｄ
Ｆ
化
処
理 

桑名広域清掃事業組合 259.7 

RDF 化処理の平均 365 

伊賀市 451.2 

香肌奥伊勢資源化広域連合 510.6 

紀北町（旧紀伊長島町分） 488.0 

紀北町（旧海山町分） 542.9 

南牟婁清掃施設組合 742.1 

ご
み
焼
却
処
理 

Ａ（溶融処理方式） 401.4 

焼却処理の平均 350 

 

溶融処理の平均 501 

 

溶融以外の平均 267 

Ｂ（溶融処理方式） 737.8 

Ｃ（溶融処理方式） 533.5 

Ｄ（溶融処理方式） 667.0 

Ｅ 365.7 

Ｆ 324.2 

Ｇ 363.8 

Ｈ 188.7 

Ｉ 186.2 

Ｊ 345.6 

Ｋ 533.9 

Ｌ 233.2 

Ｍ 468.3 

Ｎ 287.3 

Ｏ 438.7 

Ｐ 480.9 

Ｑ 226.2 

二酸化炭素排出量の平均は、年間ごみ処理量に基づく加重平均 
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加
重
平
均
（
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-
CO

2
/t
）
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（４）資源循環型社会の構築 

 

表６ 都道府県別資源化率の推移（各年度の全国１位を網掛け）          （％） 

 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

北海道 10.6 11.9 14.0 15.3 17.2 18.2 18.8 19.4 20.4 22.8 23.8 23.6 24.0 24.6 24.3 24.3 24.3 

青森県 8.9 9.2 11.1 11.3 11.8 12.3 13.0 12.8 12.9 12.9 13.6 14.2 13.7 13.5 15.0 15.3 15.0 

岩手県 15.1 16.0 17.5 18.0 17.5 18.2 18.4 18.8 18.9 18.7 18.7 18.7 18.5 17.4 18.5 18.1 18.4 

宮城県 16.8 18.1 26.6 19.5 18.4 18.1 16.8 17.2 17.7 17.1 16.6 16.9 16.8 16.4 16.6 15.8 16.0 

秋田県 17.4 20.3 21.1 21.6 21.3 21.7 18.1 17.5 17.2 15.7 16.4 17.7 16.9 16.2 16.2 15.7 15.5 

山形県 18.4 19.0 17.3 17.9 17.1 17.7 16.9 17.1 16.9 17.0 16.9 16.7 16.2 15.8 15.8 15.4 14.7 

福島県 13.9 14.2 14.5 14.8 14.9 15.4 16.3 15.5 14.9 14.2 14.1 13.7 13.8 13.9 13.9 13.6 13.3 

茨城県 18.4 18.5 18.3 18.0 17.8 18.3 18.4 18.3 18.4 18.0 20.0 21.3 22.0 22.8 22.8 22.3 22.8 

栃木県 18.0 18.2 17.7 18.2 17.7 18.1 18.5 18.7 17.9 18.7 18.1 17.3 17.5 16.8 16.6 16.1 16.3 

群馬県 14.9 15.0 14.8 14.0 15.0 15.1 16.1 15.7 15.1 14.8 14.9 15.3 15.6 15.6 15.4 15.7 15.1 

埼玉県 18.4 19.8 20.9 23.2 23.8 24.8 25.0 24.2 24.1 24.2 24.8 25.2 24.9 24.6 24.7 24.5 24.9 

千葉県 21.4 23.2 23.6 24.2 24.4 24.6 24.9 24.2 24.6 24.8 24.0 23.4 23.5 22.8 22.7 22.7 22.3 

東京都 17.4 17.6 17.8 17.5 19.3 21.2 22.0 23.2 23.4 23.5 22.8 22.9 23.2 22.8 22.4 22.1 21.9 

神奈川県 15.4 15.8 16.1 18.3 23.3 24.3 24.7 24.9 24.5 24.5 24.7 24.8 25.3 25.7 25.2 24.8 24.4 

新潟県 14.1 15.6 15.6 18.4 28.6 22.9 27.0 28.0 23.6 22.2 22.7 23.0 23.2 23.3 22.8 22.7 22.2 

富山県 17.6 18.0 18.6 18.9 19.3 20.1 20.7 20.9 20.5 20.5 23.5 22.8 22.2 24.0 23.7 23.9 24.1 

石川県 12.1 13.4 14.9 15.2 15.2 16.2 22.5 17.0 15.2 15.3 15.4 14.7 14.3 13.8 14.4 14.8 14.4 

福井県 16.8 17.4 18.6 18.3 18.5 19.3 19.0 18.0 18.8 18.8 18.5 17.8 17.0 16.6 16.1 16.6 18.0 

山梨県 15.5 15.4 17.3 17.2 18.5 18.7 18.4 18.5 18.3 18.7 17.5 17.3 16.6 16.7 16.3 15.8 15.9 

長野県 21.5 21.7 22.7 23.6 24.5 23.8 24.2 24.6 24.7 25.8 25.4 25.0 24.7 23.1 23.0 22.1 21.2 

岐阜県 21.5 21.5 22.2 22.0 22.0 22.7 23.1 23.1 22.9 22.4 21.3 20.7 19.7 19.9 19.3 18.9 18.6 

静岡県 20.0 20.6 21.0 21.2 21.7 22.0 21.5 20.9 21.6 21.6 21.8 21.2 21.0 20.5 19.2 18.6 18.1 

愛知県 19.3 19.4 20.2 21.2 22.4 22.1 22.6 22.9 23.5 23.5 23.4 22.9 22.7 22.3 21.7 22.0 21.7 

三重県 18.0 22.8 28.4 28.4 30.8 31.8 31.2 31.0 30.1 30.6 30.7 30.7 30.1 29.7 28.5 27.4 27.2 

滋賀県 15.9 17.1 17.7 18.5 18.9 19.2 19.9 19.8 19.5 19.0 18.8 19.0 19.1 21.0 20.8 19.3 18.7 

京都府 5.9 7.3 7.4 8.7 9.4 10.7 12.2 13.0 12.9 13.3 13.4 13.8 14.4 14.1 15.6 16.0 15.9 

大阪府 9.1 9.4 9.5 9.9 10.5 10.6 10.9 11.5 11.8 12.2 12.1 12.2 13.2 13.7 13.8 13.8 13.4 

兵庫県 12.3 12.3 13.5 14.1 14.8 15.3 16.6 17.1 17.4 17.3 17.4 16.7 16.7 16.8 16.6 16.8 16.9 

奈良県 13.9 14.3 14.8 15.2 15.1 16.3 15.9 15.0 14.1 14.4 13.5 13.3 13.1 15.6 15.5 15.2 16.3 

和歌山県 14.1 12.3 12.1 12.4 13.5 13.6 13.4 13.9 14.4 13.8 13.7 14.3 13.6 13.5 13.6 12.6 12.4 

鳥取県 13.3 13.7 14.5 15.7 17.5 18.4 19.7 19.3 23.3 24.7 26.3 26.0 26.1 26.0 26.9 30.6 31.2 

島根県 17.6 18.5 21.2 23.1 20.6 21.6 22.8 21.8 22.3 23.8 26.3 25.5 25.2 24.2 23.4 22.6 22.3 

岡山県 15.5 16.7 16.5 16.2 25.7 25.4 24.6 25.0 26.0 25.7 26.1 26.7 27.1 29.5 30.3 31.2 29.6 

広島県 13.0 14.0 14.5 22.0 22.2 23.1 23.8 23.6 23.9 24.4 23.3 22.1 22.1 21.8 21.6 21.7 21.3 

山口県 15.9 20.5 21.7 22.3 27.3 28.5 28.1 28.3 28.4 37.1 27.9 28.1 29.5 30.7 29.5 30.9 30.8 

徳島県 14.8 15.8 16.5 17.7 18.9 19.7 19.9 18.9 17.3 18.2 18.1 17.3 16.8 16.9 16.6 16.7 16.8 

香川県 18.3 18.7 19.7 19.2 20.9 20.5 20.6 20.7 20.9 20.9 20.3 19.9 20.1 19.3 19.3 18.7 19.3 

愛媛県 13.1 14.1 14.8 15.6 15.6 17.8 16.5 15.5 18.1 18.6 18.1 18.0 18.4 18.6 18.1 18.0 17.9 

高知県 14.4 19.2 21.3 21.6 23.9 22.3 24.6 23.1 24.1 24.4 23.6 23.2 22.4 22.2 21.9 21.4 20.7 

福岡県 11.8 13.4 15.1 16.3 16.6 19.2 22.5 22.6 22.4 22.8 22.2 21.7 21.3 21.1 21.1 20.8 21.0 

佐賀県 17.1 16.7 15.4 17.0 16.7 17.4 17.7 18.0 17.0 17.9 17.7 18.0 18.6 18.7 17.9 20.7 20.8 

長崎県 11.2 12.1 13.4 14.6 14.8 16.7 16.8 15.8 17.3 17.5 17.0 16.2 16.0 15.8 16.0 15.6 15.0 

熊本県 12.5 13.1 14.1 16.0 16.1 17.2 17.4 16.3 18.0 18.2 19.3 19.0 19.7 19.1 19.0 19.3 23.4 

大分県 14.3 14.9 16.7 19.0 18.5 18.2 21.2 20.6 20.6 20.0 21.1 20.4 20.3 20.1 20.5 20.4 20.6 

宮崎県 14.8 15.2 15.6 15.7 16.9 18.7 18.8 18.2 21.5 20.0 19.1 19.3 19.0 18.3 17.7 17.2 17.1 

鹿児島県 11.9 14.7 15.9 16.6 16.4 16.4 17.6 16.8 17.0 17.1 16.6 16.1 16.2 15.6 15.7 15.7 15.7 

沖縄県 10.9 11.3 11.6 12.3 11.8 13.5 13.6 12.3 13.7 12.7 15.4 14.4 15.3 14.7 14.7 14.6 15.3 

合 計 15.0 15.9 16.8 17.6 19.0 19.6 20.3 20.3 20.5 20.8 20.6 20.5 20.6 20.6 20.4 20.3 20.2 

（環境省 一般廃棄物処理事業実態調査より集計） 
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図５ 県民一人当たりのごみ排出量の推移 

 

 

（５）廃棄物処理施設の立地対策 

 

表７ 処理施設立地に関する、市町の主な意見 

 環境政策については、当組合は老朽化した焼却施設を保有していたこともあり、

当時はダイオキシンの恒久対策など諸問題を抱えていた中で、県が環境面に配

慮された RDF 化構想を提唱したことで、事業に参画するにあたり議会や地元住

民への対応や、用地取得等に大きな役割を果たしたものと考えます。 

 議会や住民に対しダイオキシン等の有害物質が含まれた排ガスが出ないこと

や、ごみを固形化し燃料として有効利用出来ることで、当時は究極のリサイクル

として注目されていたことなどから、RDF事業並びに用地を決定するにあたり優

位に進められたものと考えます。 

 一般廃棄物の処理に県が直接かかわったことについては、迷惑施設であるごみ

焼却場の建設に対して立地を容易にするという点や県一丸となって環境問題に

取り組んでいくということで悪いことでなかったと判断出来る。 

 焼却施設の更新時期をむかえ、新規施設の建設に当たっての焼却施設への地元

同意が困難であった等の条件からの合意形成がなされた。ごみの燃料化、再資源

化といった、これからの環境行政に新しい方向性を示され、賛同するに至った。 

 新しい技術導入に心配な部分もありましたが、焼却処理と比較して、有害な排ガ

スを削減できることから建設地の住民同意が得やすいということや、ランニン

グコストが少ないことがメリットであるとの考え方が広まりました。 
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（６）RDF化方式と焼却方式とのコスト比較 

 
図６ 施設規模－建設費グラフ（本冊 p49 図６） 

 

・ごみ燃料化システム導入調査（平成 6年度） 

施設規模 

（ｔ／日） 

建設費（百万円） 
維持管理費（百万円／年） 
  うち 運転経費※ うち 補修費 

ＲＤＦ 焼却炉 ＲＤＦ 焼却炉 ＲＤＦ 焼却炉 ＲＤＦ 焼却炉 

10 1,621 1,500 62 89 36 27 26 62 

20 2,048 2,000 96 122 63 40 33 82 

50 4,181 4,275 195 230 128 55 67 175 

100 5,121 6,350 318 361 236 101 82 260 

200 8,371 11,000 588 642 454 191 134 451 

400 14,764 20,500 1,124 1,191 888 350 236 841 

・運転経費は、年間 365日稼働（連続運転）と仮定し、電力、重油等のみを比較した。（人件費、委託費

を除く） 

・人件費は市町村で事情が違うため単純比較はできないが、総じて大規模施設ではＲＤＦ方式、小規模施

設では焼却方式が有利と推定される。 

・ＲＤＦの焼却灰は発電所で処分するため、最終処分量は軽減される。 

・ＲＤＦ方式の場合、製造したＲＤＦを発電所まで輸送する新たな負担が生じる。 

 

・RDF化施設、ごみ焼却施設の建設費（実績） 単位：百万円 

製造団体 

（RDF化施設） 
年度 

規模 

(t/日) 

建設費 

ａ 

国庫補助金 

ｂ 

国庫補助金を 

除した建設費 

ａ－ｂ 

桑名広域清掃事業組合 H11～14 230 9,249 2,144 7,105 

伊賀市（上野市ほか 4か町村） H12～14 135 3,896 952 2,944 

香肌奥伊勢資源化広域連合 H11～12 44 2,696 662 2,034 

紀北町（旧海山町） H9～10 20 1,926 451 1,475 

紀北町（旧紀伊長島町） H13～14 21 1,790 549 1,241 

南牟婁清掃施設組合 H12～14 23 2,200 507 1,693 

志摩市（旧浜島町） H13～14 12 1,160 335 825 

      

市・組合 

（ごみ焼却施設） 
年度 

規模 

(t/日) 

建設費 

ａ 

国庫補助金 

ｂ 

国庫補助金を 

除した建設費 

ａ－ｂ 

A H11～13 120 5,099 1,158 3,941 

B H8～11 195 6,172 654 5,518 

C H12～15 270 11,863 3,547 8,316 

D（ガス化溶融） H9～11 80 7,172 438 6,734 
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図７ 一般廃棄物処理方式（中間処理以降） 
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図８ 処理方法の違いによるトータルコストの比較（平成 23 年度実績） 

（本冊 p49 図７） 

・廃棄物会計を用いたトータルコストの算出方法 

可燃ごみの１tあたりの中間処理以降のトータルコスト 

総費用（円／年）－収集運搬費用（円／年） 
＝ 

可燃ごみの中間処理以降の 

トータルコスト（円／ｔ） 可燃ごみの中間処理量（ｔ／年） 

 

総費用：可燃ごみの処理単価（円/t）×年間可燃ごみ処理量（t） 

収集運搬費用：可燃ごみの収集運搬単価（円/t）×年間可燃ごみ処理量（t） 

 

・廃棄物会計とは 

施設や設備の減価償却など企業会計の考え方を取り入れた廃棄物処理に要する費用

を評価することができるものであり、コスト面において統一的な基準で比較するこ

とができる。 

 

処理方式ごとのトータルコストまとめ（平成 23年度実績） 

処理方式 
トータルコスト 

（ごみトン当たり） 

①ＲＤＦ化処理 

（処理能力 20～230t/日） 

平均：55,285円 

最大：84,123円 

最小：31,936円 

焼却処理全市町（②③④） 

平均：32,141円 

最大：67,452円 

最小：14,889円 

②焼却処理 

（灰処理：民間委託） 

（処理能力 40～450t/日） 

平均：31,201円 

最大：67,452円 

最小：14,889円 

③焼却処理 

（灰処理：ガス化溶融） 

（処理能力 80～95t/日） 

平均：38,236円 

最大：57,696円 

最小：18,775円 

④焼却処理 

（灰処理：自らの最終処分場で処分） 

（処理能力 45t/日） 

27,467円 

市町ごとのトータルコストは次ページに記載  
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④焼却処理（灰自施設埋立）
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市町ごとのトータルコスト（平成 23年度実績） 

市町名 
1tあたり中間処理以降費用 

(円/t) 

RDF化の市町 ① 

A市 45,797 

B町 64,329 

C町 64,286 

D町 31,936 

E町 32,894 

F町 84,123 

G町 50,050 

H町 68,860 

平均 55,285 

RDF化と焼却処理→灰民間委託 

 併用の市町 

I市 61,446 

J市 57,429 

K市 19,070 

L町 30,484 

M市 34,890 

N市 51,556 

平均 42,479 

焼却処理→灰民間委託の市町 ② 

O市 30,710 

P市 19,107 

Q市 38,537 

R市 38,065 

S町 22,220 

T市 14,889 

U町 18,628 

V町 67,452 

平均 31,201 

焼却処理（ガス化溶融）の市 ③ 
W市 18,775 

X市 57,696 

平均 38,236 

焼却処理→自施設で埋立の市 ④ Y市 27,467 

平均 27,467 
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国庫補助制度の変遷 

 

・平成 10年 4月 8日の補助要綱改正により 100t/日未満のごみ焼却施設が補助対象外とな

った。 

 
 

・平成 12年 5月 26日の要綱改正により、見直しとなった。 
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